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清算関連の基盤整備に係る諸制度

［現状］

清算業務は国内清算

機関のみ可能。

⇒外国の清算機関が我
が国の金融機関を相手
に清算業務を行うこと
はできない。

外国清算機関のリンク参入・直接参入

国内清算機関の基盤強化

我が国金融機関において、
取引関係が国際的に構築
されている実態

［見直し後］
○ 国内清算機関と外国清算機関との連携
方式による清算制度を導入
・ 国内清算機関は、認可を受け、外国の清算機関
と連携して、我が国の金融機関へ清算業務を提供
することができる。

○ 外国清算機関制度を導入
・ 外国清算機関も免許を受け、我が国の金融機関

へ清算業務を提供することができる。

・ 現行の「債務引受け」に加え、「更改その他の方法」を明記
・ 取引の状況や我が国の資本市場に与える影響等を勘案し、その清算を我が国の免許
を受けた清算機関が行わなくても公益又は投資者保護に支障がない取引を金融商品債務引
受業の適用除外とする。

金融システム上、危機の伝
播を遮断する役割を担うイ
ンフラとしての重要性

［見直し後］
・ 主要株主規制（20％以上の議
決権を保有する者に対する認可
制）の導入
・ 最低資本金規制の導入

［現状］

主要株主規制・最低

資本金規制は規定され
ていない。

清算における債務引受けの概念の実質化等

最低資本金を
10億円に。

政令の
ポイント

・ 免許・認可の審査

基準として、同種類
の業務の経験年数
を３年に。
・ 連携方式の認可

及び外国清算機関
の免許を申請する際
に必要な提出書面
等の詳細を規定。

政令・内閣府令
のポイント

外国清算機関が清算を
行う取引のうち、我が国
資本市場への影響が軽
微なものとして金融庁長
官が指定する取引を適
用除外。

政令の
ポイント
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◎証券会社の親会社グループのモニタリングのための書類
①資金調達に関する支援の状況
②営業上の取引及び業務提携等の状況
③最終親会社の連結財務諸表
④グループ全体の連結自己資本規制比率等
⑤最終親会社の子会社等の状況
⑥グループ全体の資本関係図

証券会社の連結規制・監督等

証券会社等の議決権の過半数を保有する主要株主に対し、証券会
社等の適切な業務運営確保のため必要な措置を求める権限を導入

金融庁長官が、証券会社と一体で金融業務を行っている
と認められるグループの親会社を指定した場合

証券会社が一定以上の総資産 を有する場合 総資産の基準額は１兆円

主 要 株 主 規 制 の 強 化

川 上 連 結

政令・内閣府令・告示のポイント

一定以上の総資産を有する証券会社の属する親会社グループ
の適切なモニタリングを行うため、当該証券会社に対し、グ
ループの財務状況等の定期的報告を要求

川 下 連 結 等

グループ全体の業務・財産状況を記載した事業報告書・説明書
類の作成等及び連結自己資本規制比率の届出・縦覧を義務付け

グループ全体の財務状況悪化等を理由とする行政処分権限
等の導入及び子会社への報告徴取・検査権限の導入

最終指定親会社には、グループ全体の業務・財産状況を記載した
事業報告書・説明書類の作成等及び連結自己資本規制比率の
届出・縦覧を義務付け

グループ全体の財務状況悪化等を理由とする行政処分権限等
の導入及びグループ会社等への報告徴取・検査権限の導入

四半期ごと

事業年度ごと

②川下連結（証券会社及びその子会社等グループの規制・監督）②川下連結（証券会社及びその子会社等グループの規制・監督）

①証券会社の親会社グループのモニタリング①証券会社の親会社グループのモニタリング

四半期ごと

③川上連結（指定親会社及びその子会社等グループの規制・監督）③川上連結（指定親会社及びその子会社等グループの規制・監督）
◎連結自己資本規制の内容
＜川下連結の自己資本規制比率＞
単体自己資本規制比率の算定基準をベースとした基準

＜川上連結の自己資本規制比率＞
①川下連結に適用される連結自己資本規制比率に係る基準と、
②バーゼルⅡに基づく連結自己資本規制比率に係る基準
との選択制

◎連結事業報告書
（連結財務諸表、子会社等の状況等） →

◎連結説明書類
（二連結会計年度の連結財務諸表、

子会社等の状況等）

◎連結自己資本規制比率 →

事業年度ごと

事業年度ごと

◎監督対象となるグループの範囲
採用する会計基準における子会社・関連会社
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○ ヘッジ・ファンド規制
我が国においてヘッジ･ファンドと同様の運用形態を採用する運用者については、投資運用業者等と して、

既に規制対象。

但し、外国投資信託を国内から直接設定・指図する運用形態は、現行の規制対象外。

⇒当該形態によるヘッジ･ファンドの運用も、ごく一部に見られるため、登録対象に。

○ 地方公共団体に係る特定投資家制度の見直し
地方公共団体は、現行、「アマへ移行可能なプロ」と分類。

アマへの移行措置を行わない限り、地方公共団体に対しては、リスク説明等に関する書面等を交付する必要なし。

⇒投資者保護の充実の観点から、地方公共団体については、「プロへ移行可能なアマ」に分類を変更。

（プロとしての取扱いの継続を希望する地方公共団体については、施行日前からの移行手続を可能とすることにより、円滑に

プロへ移行できるよう措置。）

○ デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等の見直し
個人向けの店頭デリバティブ取引については、投資者保護上問題の少ない一定の取引 を除き、その全般に

ついて不招請勧誘を禁止。これに合わせ、再勧誘の禁止、勧誘受諾意思確認義務など、他の販売勧誘等の規制に

ついても同様に対象範囲を拡大。

（注）継続的取引関係（原資産等の性質に応じて店頭金融先物取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引等に区分）にある

顧客を相手方とする取引や、条件付株券貸借取引など。

（注）

その他の改正事項①
【「金融・資本市場に係る制度整備について」（平成22年１月21日公表）関連】

政令・内閣府令
のポイント
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○ 不動産デリバティブ取引に対する規制の導入
不動産価格の変動リスクに対するヘッジ手段として、不動産デリバティブ取引に関するニーズが高まりつつある

状況を踏まえ、フォワード・ルッキングな投資者保護のための対応として、不動産インデックス・不動産価格等を

参照指標とするデリバティブ取引を業規制・行為規制の対象に。

○ 証券取引等監視委員会による建議関係
主として有価証券又はデリバティブ取引に対する投資以外の事業に投資するファンド（事業型ファンド）に係る

分別管理の徹底、及び、投資者に対する重要な投資判断材料の提供の観点から、契約締結前交付書面の記載

事項に、具体的な分別管理先や分別管理の実施状況を追加。

○ 有価証券関連以外の外国市場デリバティブ取引に係る規制の明確化
現行、外国業者が、国内の金融商品取引業者等から有価証券関連以外の外国市場デリバティブ取引（金利先物

取引等）の注文を受けることは、取引ニーズが高く、弊害も小さいため、規制対象外との取扱い。

⇒外国業者が、国内の金融商品取引業者等から注文（取次ぎによるものを含む）を受ける場合や、勧誘をする

ことなく、国内のプロ顧客 の注文を受ける場合には、規制対象外であることを明確化。

（注）プロ顧客とは、金融商品取引業者等、適格機関投資家、資本金10億円以上の株式会社等。

政令・内閣府令
のポイント

その他の改正事項②

（注）
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資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の概要 

 

 

 

 
 ➢ 目論見書の交付方法の弾力化 等 
 

⇒ 上場企業等の増資手法を多様化 

 
 

 
 
 

 ➢ コミットメントラインの借主の範囲を、大

会社等以外にも拡大 
 

⇒ 中堅企業等に新たな資金調達手法を提供 

 

 

 

 
 

➢ 銀行・保険会社等金融機関の子会社等にお

いて容認されているファイナンス・リースの

提供を、本体にも解禁 
 

⇒ 中小企業等がワンストップサービスを享受 

 

 

 
 ➢ 顧客がプロ等に限定される場合には投資運

用業の登録要件（最低資本金等）を一部緩和

等 
 

⇒ 投資運用業の立上げを促進 

 

 
  
 

 

 ➢ 資産流動化計画の変更手続等の簡素化や資

産の取得に関する規制緩和 等 
 

⇒ 都市再開発等のための資金調達の手続等を

簡素化 

 

 

 

➢ 外国会社等による英文開示について、対象と

する開示書類の範囲を有価証券届出書等に拡

大 
 

⇒ 外国企業の我が国への上場促進 

 
  

 

 

➢ 無登録業者による未公開株等の売付けを原

則として無効に 
 

➢ 無登録業者による広告・勧誘行為を禁止 
 

➢ 無登録業者に対する罰則を引上げ 等 
 

⇒ 未公開株等の投資者被害を抑止 
 

 

 

 

 
➢ 登録拒否事由に人的構成要件を追加 

 

⇒ 投資者被害の発生を抑止 

多様で円滑な資金供給の実現 
国民資産を有効活用 

できる資産運用機会の提供
市場の信頼性の確保 

我 が 国 資 本 市 場 及 び 金 融 業 の 基 盤 強 化 が 課 題

金融が実体経済を支える必要 金融自身が成長産業として経済をリードする必要 

ライツ・オファリング（新株予約権無償割当て

による増資）に係る開示制度等の整備 

コミットメントライン（特定融資枠契約）の借

主の範囲拡大 

銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナ

ンス・リースの活用の解禁 

プロ等に限定した投資運用業の規制緩和 

資産流動化スキームに係る規制の弾力化 

英文開示の範囲拡大

無登録業者による未公開株等の取引に関する

対応 

投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充 

【平成 23 年５月 25 日公布】 資料６－２－１
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拡 大

既存株主の公平な取扱いに配慮した増資手法、投資者保護の観点から積極的活用を求める声既存株主の公平な取扱いに配慮した増資手法、投資者保護の観点から積極的活用を求める声

２．中堅企業等に新たな資金調達手法を提供 ＜コミットメントラインの借主の範囲拡大＞２．中堅企業等に新たな資金調達手法を提供 ＜コミットメントラインの借主の範囲拡大＞

 コミットメントライン契約（特定融資枠契約）とは、貸主が一定の期間及び金額の融資枠を設定し、借主がそれに対し手数料を支払う契約

３．都市再開発等のための資金調達の手続等を簡素化 ＜資産流動化スキームに係る規制の弾力化＞３．都市再開発等のための資金調達の手続等を簡素化 ＜資産流動化スキームに係る規制の弾力化＞

出資
売主

取得

投資家

投資家

投資家

融資

購入

配当

利子

利子

特定目的会社

資産

特定目的
借入

特定社債

優先出資

特定出資

資産流動化計画
（策定・変更には関係
者の同意等が必要）

当局 届出（策定・変更時）

 資産流動化スキームとは、予め定められた計画（資産流動化計画）に基づき、投資者から資金を集めて資産を取得し、資産から生じるキャッシュフロー
を分配するスキーム

 大会社（資本金５億円以上又は負債200億円以上の株式会社）
 資本金３億円超の株式会社
 有価証券報告書提出会社 等

 純資産10億円超の株式会社
 大会社等の子会社
 金融機関（証券会社・貸金業者等） 等を追加

目論見書の交付方法の弾力化目論見書の交付方法の弾力化

期間短縮
コスト負担軽減

株主全員に対する
目論見書の作成・

交付を不要に

「有価証券の引受け」の範囲の見直し「有価証券の引受け」の範囲の見直し

投資者保護
資本市場の健全性確保

改 正

・計画の変更
手続等が煩雑、

・規制が過剰、
との指摘

・計画の変更
手続等が煩雑、

・規制が過剰、
との指摘

改 正

 資産流動化計画の変更届出義務・手続の緩和
（変更届出義務の一部免除等）

 資産の取得に係る規制の見直し
（備品等の分別管理義務等の免除等）

 資産流動化の応用スキームの促進
特定目的信託の仕組みを利用したイスラム債の
発行を促進するための制度整備

改 正

１．上場企業等の増資手法を多様化 ＜ライツ・オファリングに係る制度整備＞１．上場企業等の増資手法を多様化 ＜ライツ・オファリングに係る制度整備＞

 ライツ・オファリングとは株主全員に「新株予約権」を無償で割り当てることによる増資手法

証券会社による、未行使分の新株予約権の取得・
行使を「有価証券の引受け」と位置付け
（適切な引受審査の義務付けなどの規制を課す）
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４．外国企業の我が国への上場促進 ＜英文開示の範囲拡大＞４．外国企業の我が国への上場促進 ＜英文開示の範囲拡大＞

外国会社が上場しやすい環境を整備し、投資者の投資機会を拡大する必要外国会社が上場しやすい環境を整備し、投資者の投資機会を拡大する必要

 英文開示とは、外国会社の英語による有価証券報告書等の提出を可能とする制度

拡 大

５．未公開株等の投資者被害を抑止 ＜無登録業者による未公開株等の取引に関する対応＞５．未公開株等の投資者被害を抑止 ＜無登録業者による未公開株等の取引に関する対応＞

 無登録業者が非上場会社等の株式・社債等の売付けを行った場合、その売買契約を原則無効に

取引の無効ルールの創設取引の無効ルールの創設

 無登録業者による広告・勧誘行為を禁止
 無登録業者に対する罰則の引上げ

その他の措置その他の措置

（注）未公開株に関する相談件数（国民生活センター調べ）
2007年度：2,615件 2008年度：3,071件 2009年度：6,114件 2010年度（12月末現在）：5,362件（前年同期3,257件）

有 価 証 券 届 出 書

日 本 語

（改正）
英 語

（ ＋補足書類 ）

（現行）
日 本 語

証券情報

発行者情報

有 価 証 券 報 告 書

英 語
（ ＋補足書類 ）

発行者情報
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資本市場及び金融業の基盤強化のための 

金融商品取引法等の一部を改正する法律の概要 

 

 

 

 

 

Ⅰ 多様で円滑な資金供給の実現 

１．ライツ・オファリングに係る開示制度等の整備 

  ➢ 目論見書の交付方法の弾力化 

   ○ 新株予約権を割り当てる場合に必要となる株主全員に対する目論見書の作成・交

付に代えて、①有価証券届出書等の提出（ＥＤＩＮＥＴへの掲載）、及び②ＥＤＩ

ＮＥＴの掲載ページのアドレス等の情報の公告を行うことで足りることとする 

  ➢ 「有価証券の引受け」の範囲の見直し 

   ○ 証券会社による、未行使分の新株予約権の取得・行使を「有価証券の引受け」と

位置付け、適切な引受審査の義務付け等の規制を課す 

  ➢ インサイダー取引の重要事実の明確化 

○ 新株予約権無償割当てをインサイダー取引の重要事実として明記する 

（注）ライツ・オファリングとは、株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資手法をいう。 

 

２．コミットメントライン（特定融資枠契約）の借主の範囲拡大  

➢ 以下の法人類型をコミットメントラインの借主の範囲に追加 

・ 純資産 10 億円超の株式会社、大会社の子会社、純資産の額が 10 億円を超える者

等に相当する外国会社 

・ 資産流動化のための合同会社 

・ 保険業法上の相互会社、第一種金融商品取引業者、投資運用業者、証券金融会社、

貸金業者  

（注）コミットメントライン契約とは、貸主が一定の期間及び金額の融資枠を設定するとともに、借主が

それに対し手数料を支払う契約をいう。 

 

３．銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁 

➢ 銀行・保険会社等金融機関の子会社等において容認されているファイナンス・リー

ス業務を、本体にも解禁 

（注）ファイナンス・リースとは、①中途解約禁止、②物件価格と付随費用をリース料で全額回収（フル

ペイアウト）の２つの要件を満たすリース取引をいう。 

 

Ⅱ 国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供 

１．プロ等に限定した投資運用業の規制緩和 

  ➢ 投資運用業に係る登録要件の緩和 

   ○ 適格投資家向け投資運用業（顧客がプロ等に限定された一定規模以下の投資運用

業）について、投資運用業の登録要件を一部緩和する特例を新設する 

金融が実体経済を支える必要 金融自身が成長産業として経済をリードする必要 

我が国資本市場及び金融業の基盤強化が課題 

〈背景〉 

資料６－２－２ 
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  ➢ ファンド持分の販売勧誘に係る規制の緩和 

   ○ 適格投資家向け投資運用業を行う者が、第一種金融商品取引業の登録を受けなく

ても、自ら運用を行うファンド持分の販売勧誘が行えるように特例を整備する（第

二種金融商品取引業とみなす） 

 

２．資産流動化スキームに係る規制の弾力化 

➢ 資産流動化計画の変更届出義務の緩和 

  ○ スキームの骨格に関わらない事項に関する変更届出義務を免除する 

➢ 資産の取得・資金調達に係る規制の見直し 

  ○ 不動産と一体となった備品等の信託設定義務等を免除する 

  ○ 不動産の価格について、鑑定評価及び第三者調査を二重に義務付けることを廃止

し、鑑定評価に一本化する 

  ○ 特定目的会社の資産取得に当たっての資産譲渡人等による重要事項の告知義務

を廃止する 

  ○ 特定目的会社が借り入れた資金の使途制限を撤廃する 

➢ 資産流動化の応用スキーム（特定目的信託の仕組みを利用したイスラム債の発行）

の促進 

  ○ 社債的受益権の発行につき、他の種類の受益権の発行を義務付けることを廃止す

る 

 

３．英文開示の範囲拡大 

➢ 英文開示の対象となる開示書類の範囲を有価証券届出書等に拡大 

○ 外国会社等による英文開示の範囲を有価証券届出書等及び臨時報告書に拡大す

る 

 

Ⅲ 市場の信頼性の確保 

１．無登録業者による未公開株等の取引に関する対応 

  ➢ 取引の無効ルールの創設 

○ 無登録業者が非上場の株券等の売付け等を行った場合には、その売買契約を原則

として無効とする 

  ➢ 広告・勧誘行為の禁止 

○ 無登録業者による広告・勧誘行為を禁止する 

  ➢ 罰則の引上げ 

○ 無登録業者に対する罰則を、５年以下の懲役又は 500 万円以下の罰金（法人につ

いては５億円以下の罰金）に引き上げる 

（注）現行では、３年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金（法人についても 300 万円以下の罰金）。 

 

 ２．投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充 

➢ 投資助言・代理業の登録拒否事由に人的構成要件を追加する 
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Ⅳ 施行日 
 

     

① ライツ・オファリングに係る開示制度等

の整備 
    

 

 

   

② コミットメントライン（特定融資枠契

約）の借主の範囲拡大     

 
   

③ 銀行・保険会社等金融機関本体によるフ

ァイナンス・リースの活用の解禁     

 

 

   

④ プロ等に限定した投資運用業の規制緩

和     

    

⑤ 資産流動化スキームに係る規制の弾力

化     

    

⑥ 英文開示の範囲拡大 
    

    ⑦ 無登録業者による未公開株等の取引に

関する対応（取引の無効ルールの創設、広

告・勧誘行為の禁止） 

    

    

⑧ 無登録業者による未公開株等の取引に

関する対応（罰則の引上げ）     

    

⑨ 投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充
    

 

１年以内 

公布 

６月以内20日 



参 考 資 料
資本市場及び金融業の基盤強化のための
金融商品取引法等の一部を改正する法律

平 成 ２ ３ 年 ５ 月
金 融 庁

資料６－２－３
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○ 株主全員に「新株予約権」を無償で割り当てること（下図①）による増資手法

○ 株主は、新株予約権を行使して金銭を払い込み、株式を取得すること（下図②）ができるが、
新株予約権を行使せずに市場で売却すること（下図②’）も可能

※ 持分比率の低下を嫌う株主は②により回避でき、追加出資を嫌う株主は② ’により追加負担を回避できる。

ライツ・オファリング（新株予約権無償割当てによる増資）とはライツ・オファリング（新株予約権無償割当てによる増資）とはライツ・オファリング（新株予約権無償割当てによる増資）とは

証券会社

市場 等

①発行会社は、全株主に対して新株予約権の無償割当てを実施
②株主は、新株予約権を行使して金銭を払い込み、株式を取得
②’追加出資を嫌う株主は、新株予約権を市場売却

③発行会社は、株主が行使しなかった新株予約権を取得条項により

有償で取得
④発行会社は、取得した新株予約権を証券会社に売却
⑤証券会社は、新株予約権を行使して金銭を払い込み、株式を取得
⑥証券会社は、取得した株式を市場等へ売却

③ ④

⑤ ⑥

新株予約権
上場市場

株 主

②

②’ 引受け規制の対象外
（現行）

（A）株主に対する新株予約権割当ての段階 （B）証券会社による新株予約権の取得・行使の段階

発行会社

発行会社

ﾗｲﾂﾗｲﾂ ﾗｲﾂ

株主全員に対する目論見書
の交付義務（現行）

ﾗｲﾂ ﾗｲﾂ

ﾗｲﾂ ﾗｲﾂ

ﾗｲﾂ

ライツ・オファリング（新株予約権無償割当てによる増資）に係る制度整備①

○ 公募増資や第三者割当増資と異なり、株式を取得する権利が既存株主にその持分割合に応じて与
えられるため、既存株主の公平な取扱いに配慮した増資手法になりうるとの指摘

○ 既存株主の大幅な持分比率の低下を伴う第三者割当増資が、投資者保護の観点から問題となる中、
投資者等からライツ・オファリングの積極的活用を求める声

背 景背背 景景

①

資金
調達

資金
調達
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目論見書の交付方法の弾力化目論見書の交付方法の弾力化

有価証券届出書を提出（EDINET掲載）
＋ その旨を日刊紙に掲載

株主全員に対する目論見書の作成・交付不要

「有価証券の引受け」の範囲の見直し「有価証券の引受け」の範囲の見直し

証券会社による、未行使分の新株予約権の取得・
行使を「有価証券の引受け」と位置付け

インサイダー取引の重要事実の明確化インサイダー取引の重要事実の明確化

新株予約権無償割当てをインサイダー取引の重要
事実として明記

期間短縮
コスト負担軽減

投資者保護・
資本市場の健全性確保

ライツ・オファリング（新株予約権無償割当てによる増資）に係る制度整備②

証券会社に対し、適切な引受審査の義務付けなどの規制を課す

【その他】公開買付規制・大量保有報告規制

 ライツ・オファリングが行われた場合の株券等所有割合・株券等保有割合の変動の特性※を踏まえた対応
※ 現行制度では、株券等所有割合の計算上、新株予約権に係る議決権については、自己所有分は分母・分子に加算される一方、他者所有分は分母に加算されない

（行使された時点で加算される）。
このため、全株主に対して新株予約権が割り当てられると、割当て時点において、自己への割当て分だけ各株主の所有割合が増加する。他方、最終的に全ての新

株予約権が行使された場合、全ての他者所有分が考慮されるため、権利行使をした株主は、新株予約権の割当てがなされる前の割合に戻ることとなる。

改正の概要改正の概要改正の概要

株式の募集・無償割当て、新株予約権の募集はインサイダー取引
の重要事実。新株予約権無償割当ては明記されていない

規制対象の明確化
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コミットメントライン（特定融資枠契約）の借主の範囲拡大

コミットメントライン（特定融資枠契約）とはコミットメントライン（特定融資枠契約）とはコミットメントライン（特定融資枠契約）とは

○ コミットメントライン法は、弱者保護を確保しつつ、機
動的な資金調達のニーズに応えるため、コミットメントラ
イン契約※の利用可能な借主の範囲を規定（出資法及び利
息制限法の上限金利の適用除外）

○ 借主の範囲

背 景背背 景景

 制度創設後、一定の定着

 リーマンショック後にＣＰ・
社債市場が低迷した中で、コ
ミットメントライン契約の有
効性を改めて確認

契約額・利用額の推移

2001 2006 2011

以下の法人類型を借主に追加
 純資産10億円超の株式会社
 大会社の子会社
 純資産の額が10億円を超える者等に相当する外国会社
 資産流動化のための合同会社

融資枠の設定

貸主 借主

融資枠の範囲内では、
借主は基本的に自由に
借入が可能

※ コミットメントライン契約とは、貸主が一定の期
間及び金額の融資枠を設定するとともに、借主がそ
れに対し手数料を支払う契約

30

20

10

0

（兆円） （兆円）

9

6

3

0
2001 2006 2011

リーマンショック
後に利用額が急増

2008年９月
リ ー マ ン ・ ブ ラ
ザーズ経営破たん

 保険業法上の相互会社
 第一種金融商品取引業者
 投資運用業者
 証券金融会社
 貸金業者

手数料の支払い

融資枠

 大会社（資本金５億円以上又は負債200億円以上の株式会社）
 資本金３億円超の株式会社
 有価証券報告書提出会社
 特定目的会社
 登録投資法人
 資産流動化のための株式会社

契約額 利用額

改正の概要（借主の範囲拡大）改正の概要（借主の範囲拡大）改正の概要（借主の範囲拡大）
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①中小企業等が金融機関※本体で融資や

リースのサービスを一括して享受 （ワン

ストップサービス）

②金融機関本体による中小企業等の潜在的

な設備投資ニーズの掘り起こし

③金融機関本体の収益機会を多様化

ファイナンス・リースは、

①中途解約禁止

②物件価格と付随費用をリース料で
全額回収（フルペイアウト）

の２つの要件※を満たすリース取引

※今回金融機関が取扱うことが可能となるのは、リース契約終了後に顧客に

所有権が移転しない内容の契約のみ

①リース契約

リース物件のメーカー

②売買契約 ④物件の納入

リース会社 顧 客

金融機関の子
会社のみが
ファイナンス・
リースの提供
可能

金融機関本体がファイナ
ンス・リースを提供するこ
とを可能にする（代理・媒
介を含む）

期待される効果

ファイナンス・リース取引の流れ 今 回 の 改 正 内 容

⑤リース料の支払

③物件代金の支払

銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁

※金融機関：銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、系統、保険会社
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発行条件

発行条件

発行条件決定前 発行条件決定時

発行登録追補書類

発行登録追補目論見書

「発行条件の公表方法」
（ＨＰ公表等）を訂正発行
登録書に記載

発行登録追補目論見書を
不要とする

「発行条件」がＨＰ公表等
された場合

訂正発行登録書

発行登録目論見書

発行登録制度※を利用する場合発行登録制度※を利用する場合

見直し

発行登録における発行条件決定時の発行登録追補目論見書交付義務の免除

発行登録制度における発行条件決定時の発行登録追補目論見書の交付義務を、有価証券届出書利用の場合と同様に、
免除

（参考）有価証券届出書を利用する場合

発行条件

発行条件決定前 発行条件決定時

訂正届出書

訂正目論見書

ＨＰ公表等

発行条件

（注）「発行条件」とは発行
価格、利率等をいう

・発行条件以外
（発行額等）
・発行条件の公表方法
（ＨＰ公表等）

有価証券届出書

発行登録書

※ あらかじめ一定の事項を記載した発行登録書を提出しておくことにより、実際の募集・売出しの際に証券
情報を記載した書類を提出すれば、届出することなく有価証券の取得・売付けが可能となる制度

発行条件以外
（発行額等）

発行条件以外
（発行額等）

・発行条件以外
（発行額等）
・発行条件の公表方法
（ＨＰ公表等）

目論見書
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有価証券報告書を提出している銀行の決算公告の免除

日刊新聞紙 インターネット等

又は＋

有価証券報告書

既に会社法、保険業法において、有価証券報告書を提出している者は決算公告を免除

改正の趣旨改正の趣旨改正の趣旨

決算公告の免除決算公告の免除

有価証券報告書

免除 ⇒ 決算公告に係る経費の削減に寄与

決算公告決算公告

＋
日刊新聞紙 インターネット等

又は

決算公告決算公告

現行制度（有価証券報告書を提出している銀行の決算公告制度）現行制度（有価証券報告書を提出している銀行の決算公告制度）現行制度（有価証券報告書を提出している銀行の決算公告制度）
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 業務の代理
・保険契約の締結
・損害査定
・銀行代理業
・資金の貸付の代理 等

 事務の代行
・保険の引受けに係る書類の作成・授受
・保険事故の調査
・保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
・資金の貸付に係る書類の作成・授受 等

保険会社のグループ内における業務の代理・事務の代行の届出制への移行

現行制度（保険会社による業務の代理・事務の代行）現行制度（保険会社による業務の代理・事務の代行）現行制度（保険会社による業務の代理・事務の代行）

同一グループ（親会社や子会社等）内で行われる場合は、届出のみで可能同一グループ（親会社や子会社等）内で行われる場合は、届出のみで可能

<子会社>

【受託者】
保険会社

<兄弟会社>

届出
<親会社>

＊親会社が保険持株会社の場合

＜業務の代理・事務の代行の例＞

：支配関係

：業務・事務の委託

【受託者】

保険会社

内閣総理大臣
（金融庁）

内閣総理大臣
（金融庁）

○ 保険会社による、他の保険会社その他金融業を行う者の業務の代理・事務の代行は、認可が必要

※当該業務代理等に係る保険会社の体制等をあらかじめチェックする必要

認可業務・事務の委託
【委託者】

保険会社、銀行 など

改正の概要改正の概要改正の概要

同一グループ内にも適用することは、経営資源の有効活用や顧客の利便性向上に支障となっているとの指摘

背 景背背 景景

同一グループであれば、経営管理を一体で行うなどガバナンス
機能が見込まれること等から、事後的な監督で対応
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プロ等に限定した投資運用業の規制緩和

背 景背背 景景

顧客がプロ等に限定された一定規模以下の投資運用業

⇒ 登録要件を一部緩和する特例を新設（当該業者が運用するファンド持分の販売勧誘についても登録要件の特例を整備）

①適格機関投資家、国、日本銀行 ②上場会社、資本金５億円以上と見込まれる株式会社、特定目的会社、外国法人など
③有価証券等の金融資産が一定以上であると見込まれる等の法人又は個人 ④投資運用業者が運用を行うファンド
⑤プロ等に限定した投資運用業者の一定の役職員又は親法人等

プロ等に限定した投資運用業者が運用するファンドに出資可能なプロ等の範囲

○ 販売勧誘：原則、第一種金融商品取引業の登録が必要

○ 運用：厳格な登録要件
投資運用業の立上げの制約

［現行の投資運用業にかかる規制］

○投資運用業の登録要件の緩和

違反歴、役員等の適格性、兼業規制、主要株主規制

（※通常の規制と同じ）
違反歴、役員等の適格性、兼業規制、主要株主規制その他要件

○ファンド持分の販売勧誘に係る規制の緩和

第一種金融商品取引業の登録を受けなくても（第二種金融商品取引
業とみなす）、自ら運用を行うファンド持分の販売勧誘が行えるように
特例を整備

原則、第一種金融商品取引業の登録が必要
※組合出資持分など、流動性の低い有価証券（第２項有価証券）の販
売勧誘等については、第二種金融商品取引業の登録が必要。

登録の種別

プロ等に限定されたものであることを踏まえた最低限必要な人員等を
規定【府令等】

法令・監督指針で運用業全般を対象とした厳格かつ画一
的な要件を規定

人的構成要件

監査役設置会社【法律】（取締役＋監査役）取締役会設置会社【法律】（取締役３名以上＋監査役）株式会社要件

1,000万円以上【政令】5,000万円以上【政令】資本金・純財産額規制

プロ等に限定した投資運用業の特例（新設）投資運用業（通常の投資運用業）

改正の概要改正の概要改正の概要 緩和
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○ 資産流動化計画の策定・変更時の
①当局への届出、②関係者全員の同
意 等

予め定められた計画（資産流動化計画）に基づき、投資者から資金（優先出資・社債・借入）を集めて

資産を取得し、資産から生じるキャッシュフローを分配するスキーム

→ 資産流動化法は、資産流動化スキームの受け皿となるビークル（特定目的会社や特定目的信託）について、
関係者間の利害を調整し、投資者保護を図る制度を定めるもの

資産流動化スキームに係る規制の弾力化

出資

売主

取得

投資家

投資家

投資家

融資

購入

配当

利子

利子

特定目的会社

資産

特定目的
借入

特定社債

優先出資

特定出資

・計画の変更手続
等が煩雑、

・規制が過剰、
との指摘

資産流動化計画の変更届出義務・手続の緩和
 スキームの骨格に関わらない事項（個別の証券発

行・借入れ条件等）に関する
①変更届出義務の免除
②変更手続の緩和（取締役への委任等を容認）

【府令事項】

資産の取得に係る規制の見直し
 不動産と一体となった備品等の分別管理（信託設定）

義務等の免除
 不動産の価格について、鑑定評価及び第三者調査

を二重に義務付けることの廃止（鑑定評価に一本化）
 特定目的会社が資産を取得するにあたっての、

資産譲渡人等による重要事項の告知義務の廃止 等

資産流動化の応用スキームの促進
 特定目的信託の仕組みを利用したイスラム債の発行

を促進するための制度整備（社債的受益権の発行につ
き、他の種類の受益権の発行を義務付けることを廃止）
等

○ 特定目的会社の資産の取得に係る
規制

資産流動化計画
（策定・変更には関係
者の同意等が必要）

当局 届出（策定・変更時）

資産流動化スキームとは資産流動化スキームとは資産流動化スキームとは

現行制度（資産流動化法の仕組み）現行現行制度（制度（資産流動化法の仕組み資産流動化法の仕組み）） 改正の概要改正の概要改正の概要背 景背背 景景

418



英文開示の範囲拡大

○ 我が国で上場等を行っている外国会社は、日本語による継続開示書類（有価証券報告書等）に代えて、外国で開示されてい
る英語による継続開示書類の提出が既に可能

英文開示とは英文開示とは英文開示とは

 英文開示の利用が進まない中、外国会社が我が国証券市場に上場しやすい環境を整備し、我が国投資者の投資機会を拡大
する必要

背 景背背 景景

（現行のとおり）（現行のとおり）

外国において
非 開 示

（現行のとおり）

外国において

開 示

継続開示書類発行開示書類
発行者に関する

情報

（注１）「開示」には、国内金融商品取引所と外国金融商品取引所に同時上場する場合及び日本と外国で同時募集が行われる場合を含む
（注２）「補足書類」は、①「補足情報」（我が国開示書類に記載すべき情報で外国開示情報にない情報）、②重要事項の「日本語による要約」及び③我が国開示書類と外国開示情報との

「対照表」である

（注１）

有 価 証 券 報 告 書

英 語
（ ＋補足書類 ）

有 価 証 券 報 告 書

日 本 語

有 価 証 券 届 出 書

有 価 証 券 届 出 書

日 本 語

日 本 語

証券情報

発行者情報 発行者情報

発行者情報

日 本 語

（改正）

英 語
（ ＋補足書類 ）

（注２）（現行）
日 本 語

（注２）

証券情報

発行者情報

英文開示の対象に

改正の概要（外国会社による英文開示の範囲拡大）改正の概要（外国会社による英文開示の範囲拡大）改正の概要（外国会社による英文開示の範囲拡大）
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無登録業者による未公開株等の取引に関する対応①

○ 金融商品取引法上の登録を受けていない業者が、未公開株等について「上場間近で必ず儲かる」
などと勧誘を行い、高齢者等に対して不当な高値で売り付けるといった事例が多発

（注）未公開株に関する相談件数（国民生活センター調べ）

2007年度：2,615件 2008年度：3,071件 2009年度：6,114件 2010年度（12月末現在）：5,362件（前年同期3,257件）

 無登録業者が非上場会社等の株式・社債等の売付けを行った場合、その売買契約を無効に

金商法の規制に違反する者
⇒不当な利益を得る

行為を行うおそれ

証券の価値に関する情報が不十分
⇒投資者は適切な投資判断ができないおそれ

不当な利益を得る行為
(公序良俗(民法90条)違反＝無効)

である蓋然性が高い

 国民生活センター等による、無登録業者に対する代金返還交渉の仲介が容易に
 裁判での被害者の立証責任が軽減される
 裁判所による無登録業者の資産の散逸を防ぐための保全命令の迅速な発出が可能に 等

※ ただし、無登録業者が不当な利益を得る行為でないことを立証した場合に限り、当該契約を有効とする

背 景背背 景景

効 果効効 果果

改正の概要（民事ルールの創設）改正の概要（民事ルールの創設）改正の概要（民事ルールの創設）
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○ 現行法上、証券取引等監視委員会等の申立てにより、裁判所は、金商法の違反行為を行う者に対して
当該行為の差止命令を行うことが可能

○ 「被申立人（＝違反行為を行う者）の住所地」の地方裁判所に限り、証券取引等監視委員会等が差止
命令の申立てをすることが可能

⇒ ① 被申立人たる法人及びその役員等の住所地が異なる場合、複数の裁判所での手続が必要
② 被申立人が住所を転々とする場合、迅速・適切な申立てを行うことが困難

 無登録業者による広告・勧誘行為を禁止（１年以下の懲役、100万円以下の罰金）

 無登録業者に対する罰則の引上げ
・ ３年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ ５年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ 無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課（法人重課）

⇒ 無登録で金融商品取引業を行う法人については５億円以下の罰金

無登録業者による未公開株等の取引に関する対応②

現行 改正

無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ

裁判所による差止命令の申立ての裁判管轄の拡大裁判所による差止命令の申立ての裁判管轄の拡大

背 景背背 景景

 違反行為があった地の地方裁判所でも申立てができるように拡大

改正の概要改正の概要改正の概要
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投資助言・代理業の登録拒否事由への人的構成要件の追加

○ 従来、投資助言・代理業者については、法令違反が認められた場合に行政処分を行うことに
よって、法令遵守体制の是正を求め、さらに悪質な場合には登録取消しを行うこととしてきた

○ 近時、投資助言・代理業者において、法令遵守意識の欠如等を原因とする悪質な法令違反が
複数発生し、投資者被害も発生（注）

（注）法令等の知識や証券業務に関する経験等のある役職員が全くいない業者において、顧客に対し法定
書面を全く交付していなかった事例 等

○ また、許認可等の付与に当たり、業の主体から暴力団等を排除する対策の充実が求められて

いる

背 景背背 景景

 投資助言・代理業の登録拒否事由に人的構成要件を追加
（例えば、業務を適確に遂行可能な役職員が確保されていない場合や、役職員に反社会的勢力との関係が
ある者がある場合に登録を拒否）

⇒ 投資助言・代理業者の法令遵守体制について、登録申請時にチェック

（参考）現行法上、投資助言・代理業以外の業種（第一種金商業、第二種金商業、投資運用業）では
人的構成要件が登録拒否事由とされている

改正の概要改正の概要改正の概要
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施行スケジュール

①ライツ・オファリング（新株予約権無償割当てによる増資）に係る制度整備

②コミットメントライン（特定融資枠契約）の借主の範囲拡大

③銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁

④発行登録における発行条件決定時の発行登録追補目論見書交付義務の免除

⑤有価証券報告書を提出している銀行の決算公告の免除

⑥保険会社のグループ内における業務の代理・事務の代行の届出制への移行

⑦プロ等に限定した投資運用業の規制緩和

⑧資産流動化スキームに係る規制の弾力化

⑨英文開示の範囲拡大

⑩無登録業者による未公開株等の取引に関する民事ルールの創設

⑪無登録業者による広告・勧誘行為を禁止

⑫無登録業者に対する罰則引上げ

⑬裁判所による差止命令の申立ての裁判管轄の拡大

⑭投資助言・代理業の登録拒否事由への人的構成要件の追加

公布

20日 ６月以内 １年以内
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平成２１年１２月８日 

金融庁政務三役 

 

「公認会計士制度に関する懇談会」の開催について 

 

１．趣旨 

（１）公認会計士については、監査業界のみならず経済社会の幅広い分野で活躍する

ことが期待されているとの考え方に基づき、社会人を含めた多様な人材にとって

も受験しやすい試験制度となるよう、平成１５年に公認会計士法が改正され、平

成１８年より新しい試験制度のもとで公認会計士試験が実施されてきた。 

（参考）現行制度での合格者の推移 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 

１，３７２人 ２，６９５人 ３，０２４人 １，９１６人 

（２）しかし、現状においては、合格者の経済界等への就職は進んでおらず、社会人

の受験者・合格者についても十分増加していないなど、現行制度の狙いは道半ば

の状況にある。また、現状のまま推移した場合、公認会計士になるために必要な

実務経験を満たすことができないことも懸念され、試験に合格しても公認会計士

の資格を取得できないというおそれが高まることとなる。これは、試験制度の魅

力を低下させる可能性もある。 

（３）こうした状況を踏まえ、公認会計士試験・資格制度等についての検討を開始す

るため、「公認会計士制度に関する懇談会」を開催する。 

２．検討事項 

 ・試験制度のあり方について 

 ・資格取得要件のあり方について 

 ・その他 

３．メンバー 

別紙の通り。 

４．検討の進め方 

 懇談会において検討を行い、来年央を目途に一定のとりまとめを行う予定。 

５．第一回会合の開催予定 

 日時：平成２１年１２月１０日（木） ９：３０～１１：００ 

 会場：中央合同庁舎第７号館１２階 共用第２特別会議室 

資料６－３－２ 
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公認会計士制度に関する懇談会メンバー 

 

座  長 東
あずま

  祥三
しょうぞう

 内閣府副大臣 

座長代理 和田
わ だ

 隆志
た か し

 内閣府大臣政務官 

 石川
いしかわ

 鉄郎
て つ お

 中央大学商学部教授 

 井上
いのうえ

 裕之
やすゆき

 日本商工会議所特別顧問 

 上柳
うえやなぎ

 敏郎
としろう

 東京駿河台法律事務所弁護士 

 大崎
おおさき

 貞和
さだかず

 (株)野村総合研究所未来創発センター主席研究員 

 太田
お お た

 克彦
かつひこ

 新日本製鐵(株)執行役員 

 久保田
く ぼ た

政一
まさかず

 (社)日本経済団体連合会専務理事 

 車谷
くるまたに

 暢昭
のぶあき

 全国銀行協会企画委員長 

 古賀
こ が

 信行
のぶゆき

 日本証券業協会副会長 

 島崎
しまざき

 憲明
のりあき

 住友商事(株)特別顧問 

 八田
は っ た

 進二
し ん じ

 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授 

 平松
ひらまつ

 一夫
か ず お

 関西学院大学商学部教授 

 藤沢
ふじさわ

 久美
く み

 シンクタンク・ソフィアバンク副代表 

 松井
ま つ い

 道夫
み ち お

 松井証券(株)代表取締役社長 

 宮口
みやぐち

 定雄
さ だ お

 日本税理士会連合会副会長 

 山崎
やまさき

 彰三
しょうぞう

 日本公認会計士協会会長 

（敬称略・五十音順） 

（注）第八回までは、増田宏一
ますだこういち

氏が日本公認会計士協会会長として出席。 

第五回までは、小山田隆
おやまだたかし

氏が全国銀行協会企画委員長として出席。 

第四回までは、友杉芳正
ともすぎよしまさ

早稲田大学大学院会計研究科教授が出席。 

（平成 23年 1月 21日現在） 



 
427

 

公認会計士制度に関する懇談会の開催状況 

 

 

第１回（平成 21 年 12 月 10 日（木）9：30～11：00） 

・議 題：全体討議（試験・資格制度、資格取得後の質の確保等） 

説明者：事務局 

 

第２回（平成 22 年１月 20 日（水）17：00～19：00） 

・議 題：試験・資格制度について 

説明者：公認会計士・監査審査会 

日本公認会計士協会 

専門学校、資格指導校 

 

第３回（平成 22 年２月 19 日（金）18：30～20：30） 

・議 題：試験・資格制度について 

説明者：事務局（合格者アンケート調査等） 

石川委員、島崎委員 

日本公認会計士協会 

・議 題：資格取得後の質の確保について 

説明者：事務局（現状の対策について） 

日本公認会計士協会 

 

第４回（平成 22 年３月 24 日（水）18：30～20：30） 

・議 題：試験・資格制度について 

説明者：事務局 

佐藤参考人（あずさ監査法人理事長） 

初川参考人（あらた監査法人代表執行役） 

荒尾参考人（新日本有限責任監査法人経営専務理事） 

佐藤参考人（有限責任監査法人トーマツ包括代表） 

・議 題：資格取得後の質の確保について 

説明者：事務局 

証券取引等監視委員会 

日本公認会計士協会 
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第５回（平成 22 年４月 13 日（火）18：30～20：30） 

・議 題：全体討議（試験・資格制度、資格取得後の質の確保等） 

説明者：事務局（検討にあたっての論点、諸外国の公認会計士制度等） 

 

第６回（平成 22 年５月 17 日（月）18：30～20：30） 

・議 題：全体討議（試験・資格制度、資格取得後の質の確保等） 

説明者：事務局 

島崎委員、太田委員、車谷委員 

会計大学院協会 

日本公認会計士協会 

 

第７回（平成 22 年６月７日（月）18：30～20：30） 

・議 題：全体討議（試験・資格制度、資格取得後の質の確保等） 

説明者：田村内閣府大臣政務官 

事務局 

 

第８回（平成 22 年６月 25 日（金）15：30～17：30） 

・議 題：全体討議（試験・資格制度、資格取得後の質の確保等） 

説明者：事務局 

 

第９回（平成 22 年７月 30 日（金）14：30～15：30） 

・議 題：全体討議（中間報告書(案)等について） 

説明者：事務局 

 

第 10 回（平成 23 年１月 21 日（金）10：00～11：30） 

・議 題：全体討議（公認会計士試験・資格制度の見直し案等について） 

説明者：事務局 

 

 

 

 

 



「我が国における国際会計基準の取扱いについて（中間報告）」
（2009年６月３０日・企業会計審議会）

考慮事項

１．IFRSの内容

２．IFRSを適用する場合の言語

３．IFRSの設定におけるデュー・プロセスの確保

４．IFRSに対する実務の対応、教育・訓練

５．IFRSの設定やガバナンスへの我が国の関与の強化

６．XBRLのIFRSへの対応

７．我が国の会計を取り巻く国際的な諸情勢

２０１０年３月期 ： 国際的な財務・事業活動を行っている上場企業の連結財務諸表に任意適用。

２０１２年頃 ： 上場企業の連結財務諸表への強制適用の是非を判断。

強制適用の場合、少なくとも３年の準備期間

（２０１２年に判断の場合、２０１５年又は２０１６年に適用開始）

国際会計基準（IFRS)の適用国際会計基準（IFRS)の適用
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国際会計基準財団
(IFRS財団：民間）

国際会計基準審議会（IASB)
※国際会計基準(IFRS)を設定

モニタリング・ボード（概要）
（当局）

2007年秋、日米欧等の証券当局が共同
で提案。

（メンバー）
・ 金融庁長官
・ 米証券取引委員会委員長
・ 欧州委員会域内市場サービス担当委員
・ 証券監督者国際機構（IOSCO）

- 専門委員会代表（先進国）
- 新興市場委員会代表(新興市場国）

2009年1月29日 国際会計基準委員会財
団（IASCF；IFRSFの旧称）は定款の改訂
を公表

・ モニタリングボードの設置を公表

（会合）
・ 2009年 4月 1日 ロンドン
・ 2009年 7月 6日 アムステルダム
・ 2010年 4月 1日 ロンドン
・ 2010年10月28日 ニューヨーク
・ 2011年 4月 1日 ロンドン

監視機関
「モニタリング・ボード」

監視機関
「モニタリング・ボード」

監視
評議員の選任の承認

国際会計基準審議会（IASB）メンバー

の指名、資金調達など

藤沼亜起副議長（元国際会計士連盟会長）
Robert Glauber副議長(元米財務省次官)

等 合計20名
※パドア・スキオッパ議長（元伊財相）死去のため

議長空席

2010年7月、モニタリング・ボードによりIFRS財団見直しのためのワーキング・グループを設立

IFRS財団の全体的なガバナンス構造に焦点を当てて実施予定 （2011年８月末までにアクションプランを策定・公表予定）

金融庁 河野正道 金融国際政策審議官が議長を務める

IFRS財団のガバナンス見直しのためのワーキング・グループ

評議員会

国際会計基準（IFRS）財団モニタリング・ボードについて
資料６－４－３
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　 これまでの取組み

中小企業金融円滑化法の期限の延長等について

今後の対応

いわゆる「リーマン・ショック」以降、金融の円滑化を図るため、中小企業金融円滑化法をはじめとする種々の施策を実施

具体的な対応

以下のような施策を通じ、同法の期限後も、金融機関による金融仲介機能が適切に発揮される環境の整備を目指すとともに、引
き続き中小企業の資金繰りに万全を期す。

Ⅲ．金融機関による開示・報告内容の見直し
    ・金融機関による開示・報告資料の大幅な簡素化(開示・報告に係る事務負担の軽減)

基本的な考え方

●中小企業者等の業況･資金繰りは、改善しつつあるものの、依然厳しい。こうした中、先行きの不透明感から、今後、一定の
　貸付条件の変更等への需要があると考えられる。

●中小企業金融円滑化法を機に、次の流れを定着させることが重要

・金融機関が貸付条件の変更等を行っている間に、コンサルティング
　機能を十分に発揮することで、
・中小企業者の経営改善が着実に図られ、
・中小企業者の返済能力の改善等につながる。

●一方で、貸付条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定・実行することが重要。

Ⅰ．中小企業金融円滑化法の１年延長

Ⅱ．金融機関によるコンサルティング機能の発揮の促進
　　・金融機関が経営相談・指導、経営再建計画の策定支援、本格的な事業再生等に積極的に取り組むよう、果たすべき
　　　役割を具体化する方向で監督指針を改定
　　・法の実施状況に関する検査の一巡後、通常の検査において「金融円滑化編」に基づく検査（コンサルティング機能
　　　の発揮状況等）を実施

資料７－１－１
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「預金保険法の一部を改正する法律案」の概要 
（住専債権に係る二次損失の処理等） 

 

○ 整理回収機構（ＲＣＣ）による住専債権の回収については、平成 23 年 12

月を目途に完了するものとされている。したがって、 

（１）住専債権に係る二次損失及び残存債権の処理 

（２）住専債権の回収を行っているＲＣＣの今後の在り方についての整理 

が必要となる。 

 

（１）住専債権に係る二次損失及び残存債権の処理 

① 二次損失の処理 

イ 平成８年の閣議了解及び住専処理法に即し、政府・民間金融機関が

２分の１ずつ負担。 

 平成 23 年 12 月時点の二次損失の見込みは 1.4 兆円。 

⇒政府・民間それぞれ 0.7 兆円。 

ロ 政府負担分は、以下の資金を活用し、新たな財政措置を回避。 

ⅰ）ＲＣＣの回収努力の成果である 

a.住専債権の簿価超回収益 等 

  b.ＲＣＣの他勘定の利益 法 

ⅱ）民間が設立した基金（新金融安定化基金）の運用益 

ハ 民間負担分は、住専処理法の枠内で行われた民間内の調整を尊重。 

⇒金融安定化拠出基金の運用益、同基金からＲＣＣへの出資相当額、

預金保険機構一般勘定からの繰入れにより対応。 

② 残存債権の処理 

基本的には売却処分。但し、善良な借り手に配慮するとともに、悪質

な債務者に対して厳正な回収を継続するため、一部債権は売却せずＲＣ

Ｃの他勘定へ移管（継続保有・回収）。法 

 

（２）ＲＣＣの今後の在り方 

  ① 破綻金融機関からの不良債権の買取・回収（継続）を中核とし、公的

に求められる代替困難な機能に整理。（民間サービサー業務は廃止） 

  ② 破綻処理の円滑化のため、承継銀行機能を付与。法 

③ 民間金融機関の保有する反社等債権の買取・回収機能を付与。法 

 

（３）その他の措置 

  ① 破綻時に預金の払戻しを迅速に行うための所要の規定整備。法 

  ② 預金保険機構の役員の任期が満了しても、後任者が任命されるまで引

き続き職務を行う旨の規定整備。法 
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預金保険法の一部を改正する法律案の概要預金保険法の一部を改正する法律案の概要

整理回収機構による住専債権の回収は、平成23年12月を目途に完了するものとされている。
↓

住専処理を終結させるとともに、これに伴い関連業務が終了する整理回収機構の機能の見直し等を行う。

整理回収機構による住専債権の回収は、平成23年12月を目途に完了するものとされている。
↓

住専処理を終結させるとともに、これに伴い関連業務が終了する整理回収機構の機能の見直し等を行う。

趣旨

① より柔軟で効率的な破綻処理を可能とするため、協定銀行に承継銀行機能を付与。（承継銀行を別途設立することが不要）

② 金融機関の財務内容の健全性の確保を通じて、金融システム全体の安定化を図るため、反社等債権の買取・回収を

預金保険機構の業務に追加。（協定銀行に委託するとともに、預金保険機構の財産調査権等を整備）

（２） 整理回収機構の機能の見直し（２） 整理回収機構の機能の見直し

① 住専債権の回収に係る二次損失の処理

 新たな財政措置を回避しつつ、住専債権の回収に係る二次損失を処理するため、整理回収機構の他勘定の利益を

活用。
（参考）二次損失は、平成８年の閣議了解及び住専処理法に即し、政府・民間金融機関が２分の１ずつ負担。政府負担分は、上記

の利益のほか、整理回収機構の回収努力の結果である住専債権の簿価超回収益、民間が設立した基金の運用益等を活用。

② 住専勘定に残存する住専債権の処理

 基本的には売却処分。但し、善良な借り手に配慮するとともに、悪質な債務者に対して厳正な回収を継続するた

め、残存する住専債権を整理回収機構内の他勘定に移管。

移管後も、引き続き、預金保険機構の財産調査権を活用できるようにするための規定等を整備。

（１） 住専処理を終結させるための措置（１） 住専処理を終結させるための措置

① 破綻時に預金の払戻しを迅速に行うための所要の規定整備。

② 預金保険機構の役員の任期が満了しても、後任者が任命されるまで引き続き職務を行う旨の規定整備。

（３） その他の措置（３） その他の措置
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「保険業法等の一部を改正する法律」の一部を改正する法律の概要

・平成１７年の保険業法改正時に現に特定保険業を行っていた者
のうち、一定の要件に該当するものは、当分の間、行政庁の認可
を受けて、特定保険業を行うことができる

－ 一般社団/財団法人であること
－ 一定の財産的基礎、人的構成を有すること
－ 業務・経理の適切性 等

・特定保険業は、保険業法改正時に行っていた範囲内

・新規の他の業務は、行政庁の承認により可能

・資産運用方法は一定の範囲内（行政庁の承認により拡大可能）

・保険募集に係る重要事項の説明義務、虚偽告知の禁止 等

・共済事業は、契約者から金銭を預かり、一定の事故が発生した場合には確実な契約の履行が求められる事業であり、
契約者等の保護の観点が重要。 ⇒ 平成１７年の保険業法改正により、原則として保険業法の規定を適用。

・他方、既存の団体の中には、保険業法の規制に直ちには適合することが容易でないものも存在。

・既存の団体の共済事業の将来的な位置づけについては、今後の運営状況等を見極めつつ、改めて整理する必要。

既存の団体のうち、一定の要件に該当するものについて、現行の制度共済の例等を参考に、保険業法の規制の

特例を設け、当分の間、その実態に即した監督を行う。

基本的考え方

・特定保険業等と他の業務との区分経理

・財務状況等の開示

・責任準備金等の積立て

・保険計理人の関与（長期かつ保険料積立金が必要な場合等）

・監督（報告徴求、立入検査、業務改善命令 等）

経理・監督

・行 政 庁：公益法人については旧主務官庁、
その他は内閣総理大臣（金融庁）

・主務省令 ：内閣総理大臣及び各公益法人に係る事務を所掌する
大臣が共同で発する命令

・罰則その他所要の規定を整備

・今回の法改正に係る特定保険業の制度についての検討規定

「特定保険業」：改正後の保険業法に規定する保険業であって、
改正前の保険業法に規定する保険業に該当しないもの

その他

対象

業務
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共済事業の移行について

改正保険業法
施行日 H18.4.1

H20.3.31

移行期間

公益法人制度改革法
施行日 Ｈ20.12.1 H25.11.30

施行後2年間は、
従前と同様の取扱
い（平成20年3月
末まで）

新法人への移行まで
は、従前と同様の取扱
い（最長で平成25年11
月末まで）

移行期間

根
拠
法
の
な
い
共
済

任意団体等
当分の間

当分の間
公益法人

H25.11.30

認可特定保険業者

認可特定保険業者

保険会社

少額短期保険業者

制度共済（事業協同組合・生協等）

少人数共済（1000人以下）、企業内共済　等

少額（10万円以下）

保険会社の商品の利用

新法施行日

保険会社

少額短期保険業者

制度共済（事業協同組合・生協等）

少人数共済（1000人以下）、企業内共済　等

少額（10万円以下）

保険会社の商品の利用

改正保険業法
施行日 H18.4.1 新法施行日

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
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・特定保険業は、保険業法改正時に行っていた範囲内
・新規の他の業務は、行政庁の承認により可能
・資産運用方法は一定の範囲内（行政庁の承認により

拡大可能）
・保険募集に係る重要事項の説明義務、虚偽告知の禁止等

業務業務

・平成１７年の保険業法改正時に現に特定保険業を行っ
ていた者等 のうち、一定の要件に該当するものは、
当分の間、行政庁の認可 を受けて、特定保険業を行う

ことができる
－ 一般社団/財団法人であること

－ 一定の財産的基礎、人的構成を有すること
－ 業務・経理の適切性 等

（注）「特定保険業」：改正後の保険業法に規定する保険業であって、
改正前の保険業法に規定する保険業に該当しないもの

対象対象

・特定保険業等と他の業務との区分経理
・財務状況等の開示
・責任準備金等の積立て
・保険計理人の選任
・監督（報告徴求、立入検査、業務改善命令 等）

経理・監督経理・監督

保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律 政令・主務省令のポイント

○【財産的基礎】
純資産額が1,000万円以上であること。又は、改善計画の実施により、

純資産額が1,000万円以上となる蓋然性が高いと見込まれること。

○【平成17年改正当時に行っていた特定保険業の範囲内であることを確認
するための事項】

認可特定保険業者が平成17年改正当時に行っていた特定保険業に係る
保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲等

○【資産運用方法の範囲】
有価証券（国債、地方債、上場株式、上場会社社債等）、預貯金、

一定の金銭信託、生命保険契約、その他行政庁の承認を受けた方法

○【開示書類の記載事項】
財務諸表、組織に関する事項、主要な業務の内容、リスク管理体制等

○【責任準備金等の積立て】
保険料積立金、未経過保険料、異常危険準備金、支払備金等の区分に応

じ、主要制度共済に準じた積立基準

○【保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者の要件】
保険料積立金の積立てを要する長期の保険等を引き受けないこと

その他その他

・行 政 庁：公益法人については旧主務官庁、
その他は内閣総理大臣（金融庁）

・罰則その他所要の規定を整備
・今回の法改正に係る特定保険業の制度についての検討

規定

● 金融庁長官から財務局長等への権限の委任

●：政令 ○：主務省令 （具体的な規制の運用について監督指針を作成）

資料７－３－３
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貸金業法改正等の概要

金 融 庁

資料７－４－１
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○ 貸金業者による消費者向け貸付を中心に、巨大な貸金市場が形成

【貸金業者による無担保無保証の消費者向け貸付け（平成19年2月末時点）】

貸付残高 約13.8兆円 利用者数 約1,170万人
（少なくとも国民の10人に1人は、いわゆる消費者金融の利用者）

○ 多重債務問題の深刻化（借り手の返済能力を上回る貸付けが行われ、多重債務者が多く発生）

平成19年2月末時点で５件以上の利用者は約180万人 、これらの者の平均借入総額は約240万円

貸金業法制定以来の抜本改正 （多重債務問題への抜本的総合的対策）

① 貸金業の適正化のための規制の見直し（参入規制・行為規制の強化等）
② 過剰貸付抑制のための総量規制の導入等（年収の3分の1を超える借入れは原則禁止）
③ 金利体系の適正化
④ ヤミ金融対策の強化

※ 多重債務問題の直接の背景として考えられるもの
・ 高金利
・ 過剰な貸付け（貸付けの際に借り手のリスクの把握が不十分）
・ 商品性（借入れが容易であり、金利負担を認識しない返済システム）
・ 借り手の金融知識・計画性の不足 等

（注）数値には､リボルビング契約の契約者で残高のない者及び既に自己破産して残高のない者は含まれていない。
データ出典：全国信用情報センター連合会（現日本信用情報機構）の保有データ

多重債務問題と平成18年の貸金業法改正
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貸金業法等改正の概要

ⅠⅠ．貸金業の適正化．貸金業の適正化 Ⅱ．Ⅱ．過剰貸付の抑制過剰貸付の抑制

１１．貸金業への参入条件の厳格化．貸金業への参入条件の厳格化
最低純資産額を5,000万円以上に引上げ

貸金業務取扱主任者の資格試験を導入し、合格者
の営業所ごとの配置を義務付け

２．貸金業協会の自主規制機能強化２．貸金業協会の自主規制機能強化
貸金業協会を当局の認可を受けて設立する法人と
し、広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規
制ルールの制定を義務付け

３．行為規制の強化３．行為規制の強化
夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規
制の強化
貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明
した書面の事前交付の義務付け
貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払
われる保険契約の締結の禁止

４．業務改善命令の導入４．業務改善命令の導入
規制違反に対して機動的に対処するため、登録取
消や業務停止に加え、業務改善命令の導入

１．指定信用情報機関制度の創設１．指定信用情報機関制度の創設
指定信用情報機関制度を導入。貸金業者が借
り手の総借入残高を把握できる仕組みの整備

２．総量規制の導入２．総量規制の導入
個人が借り手の場合には、資料取得等による年
収の把握や指定信用情報機関の信用情報の使
用による返済能力調査の義務付け
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けな

ど、返済能力を超えた貸付けを原則禁止

１．１．上限金利の引下げ上限金利の引下げ
出資法の上限金利を29.2%から20％に引下げ

２．みなし弁済制度の廃止２．みなし弁済制度の廃止

Ⅲ．Ⅲ．金利体系の適正化金利体系の適正化

ヤミ金融に対する罰則を強化(懲役5年→10年)

Ⅳ．Ⅳ．ヤミ金融対策の強化ヤミ金融対策の強化
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公布
(18年12月20日)

④財産的基礎要件引上げ

③貸金業務取扱主任者制度

①罰則強化

⑥総量規制の導入

⑤事前書面交付義務の導入

⑦上限金利の引下げ等

公布１か月後
（19年１月20日）

5000万円へ
引上げ

2000万円
へ引上げ

指定信用情報機関
制度の導入（指定申請）

②取立規制強化、
新貸金業協会設立（自主規制ルール強化）など

２年半以内

１年半以内

資格試験実施

配置を
義務化

総量規制
の導入

施行
(19年12月19日)

21年6月18日

事前書面交付
義務の導入

上限金利の
引下げ等

22年6月18日

改正貸金業法の施行スケジュール
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総量規制

※改正貸金業法の完全施行（今年の6月18日）により、貸金業者からの借入
残高の上限を規制する「総量規制」が導入される。

（参考）

①総量規制は、貸金業者から行われる個人の借入
れに適用される

（注）・銀行など、貸金業者以外からの借入れは対象外
・企業の借入れは対象外

－ 借入残高が年収の３分の１を超えている者については、新規の貸付けを停止
（直ちに年収の３分の１までの返済を求めるものではない）

年収

借入残高

３分の１までに制限

②借入残高が年収の３分の１を超えていても、
以下の借入れは可能

・住宅ローン、自動車ローン

・有価証券担保貸付け、不動産担保貸付け 等
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○ 出資法の上限金利（29.2％）を引き下げ、利息制限法の水準（借入金額に応じて
15％～20％）を上限金利とすることで、利用者の金利負担を軽減する。

（改正後）

15%

刑
事
罰
対
象

利限法上限金利

10万円 100万円

（改正前）

18%

29.2％ 出資法上限金利

15%

20%

刑
事
罰
対
象

超
過
分
は
無
効

利限法上限金利

任意性・書面性を満たす場合に有効

10万円 100万円

20%
18%

行政処分対象

出資法上限金利

超
過
分
は
無
効

上限金利の引下げ

・利息制限法の上限金利：1954年の制定以来、変更無し

・出資法の上限金利：109.5%(制定時（1954年））→73%（1983年）→54.75%（1986年）→40.004%（1991年）

→29.2%（2000年）
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平成 21 年 11 月 13 日 
金融庁政務三役 

 

「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」の設置について 

 
 
貸金業法等一部改正法（18 年 12 月）附則第 67 条（別紙）に定める検討を行うために、

「貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT)」を設置する。 
 
 

１．検討内容 
 

・ 貸金業の利用者の実態（利用者の全体像、多重債務者の状況等） 
・ 貸金業者の実態（経営状況、過払い金返還請求の実情等） 
・ 諸外国の貸金業の実態 
・ 改正貸金業法を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無 
・ その他 

 
２．構成メンバー 
 
   座長    大塚耕平 内閣府副大臣(金融担当) 
   座長代理  大島 敦 内閣府副大臣(消費者担当) 
   事務局長  田村謙治 内閣府大臣政務官(金融担当) 
         泉 健太 内閣府大臣政務官(消費者担当) 
         中村哲治 法務大臣政務官 
   （オブザーバーとして、警察庁・経済産業省・日本銀行を予定） 
 
３．PT 事務局会議 
 

上記「PT」の下に 3 政務官による「事務局会議」を設置し、検討に供するための調査、

ヒアリング等を行う。なお、調査、ヒアリング等の運営方法、対象先等の詳細は適宜

公表する。 
 
４．検討の進め方 
 

「事務局会議」の調査、ヒアリング結果等を参考にして、「PT」においてとりまとめに

向けた検討を行い、法律に定める期限内に一定の結論に至る予定。 
 

 
以  上 

資料７－４－２ 



借り手の目線に立った10の方策

Ver.2

資料７－４－３
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総量規制とは

※改正貸金業法の完全施行（昨年の6月18日）により、貸金業者からの借入残高の
上限を規制する「総量規制」が導入された。

（参考）
①総量規制は、貸金業者から行われる個人の借入れに

適用される

（注）・銀行など、貸金業者以外からの借入れは対象外
・企業の借入れは対象外

－ 借入残高が年収の３分の１を超えている者については、新規の貸付けを停止
（直ちに年収の３分の１までの返済を求めるものではない）

年収

借入残高

３分の１までに制限

②借入残高が年収の３分の１を超えていても、以下の
借入れは可能

・住宅ローン、自動車ローン

・有価証券担保貸付け、不動産担保貸付け 等

昨年の６月１８日
に施行！
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１．借入残高を段階的に減らしていくための借換えの推進

方策：総量規制に抵触している場合、段階的な返済のための借換えが可能となるよう措置（府令改正）

対応前

対応後

７月当初

返済

８月 ９月

返済

借
入
残
高

200万円

総量規制
上限
100万円

年収
300万円

年収の３分の１以上の借入れがあると、
完全施行後は、新規借入が不可能に

月々の最低要返済額が減少するような借換えを実施

返済
返済

借
入
残
高

200万円

総量規制
上限
100万円

年収
300万円

当初

毎月の
返済額 新規借入

返済新規借入
新規借入

７月 ８月 ９月

返済返済額

対応前の返済・借入れのパターン

借換え
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２．個人事業者が提出する事業計画等の記載事項の簡素化

⇒どのような計画を作成したらよいのか分からない！
⇒計画の作成は煩雑で時間・労力もかかる！！

【対応前】 【対応後】

○個人事業者が事業資金等の借入れのため、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認
められる場合には、上限金額に特段の制約なく、借入れ可能。

○他方、３計画については、①記載すべき内容が必ずしも明確ではなく、②作成が煩雑、との問題点。

方策： ○事業計画等に最低限記載すべき事項について、簡素なフォーマット（「借入計画書」）を明
示（日本貸金業協会の自主規制規則）。

○総量規制の例外として行う個人事業者向け貸付けについて、貸付金額が100万円以下
の場合には、より簡易な方法で返済能力の調査を可能に（府令改正）。

【事業】 【収支】 【資金繰り】

○○○○ ○○○○ ○○○○

≪借入計画書≫

【事業計画】
○○○○

【収支計画】
○○○○

【資金計画】
○○○○

計画に代えて、事業、収支、資金繰り
の状況が確認できる書面の提出

貸付金額が100万円以下の場合

返済能力があると認められる場合には、
上限金額に特段の制限なく、借入れ可能

A4版１枚の
簡素な
フォーマット
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３．個人事業者の安定的な「事業所得」を総量規制における「年収」として算入

サラリーマン（年収300万円）の場合

年収：300万円 100万円まで
借入れ可能

○個人事業者は、事業計画等の提出により、「事業者」として（金額上限なく）借り入れることが可能。

○他方、「消費者」としての借入れを行う途なし。

※法令上、「年収」は、定期的な収入として、①給与、②恩給、③年金、④不動産の賃貸収入の４つ
に限定

※「事業所得」は法令上、「年収」に含まれず

個人事業者（事業所得300万円）の場合

消費者としては
借入れ不可能

方策：個人事業者であっても、消費者としての資金用途（教育費等）を満たすための貸付けを可能とする

⇒ 個人事業者の「事業所得（総収入金額から必要経費を控除した額）」のうち、「安定的な年収」と

して認められるものについて、総量規制の基準となる「年収」に加えた（府令改正）

個人事業者（事業所得300万円）の場合【年収内訳】
①給与： 0万円
②年金： 0万円
③恩給： 0万円
④賃貸収入： 0万円
⑤事業所得： 300万円

年収：0万円

年収：300万円 100万円まで
借入れ可能
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４．総量規制の「例外」と「適用除外」の分類の見直し

例外

・総量規制にかかわらず借入可

・借入残高には算入される

150万円の有価証券担保ローンを借入れ

借
入
残
高

150万円

借入上限

100万円

150万円は借入残高に

「含める」

上限超過のため、
他の借入れは不可

具体例（年収300万円のサラリーマンの場合）

適用除外

・総量規制にかかわらず借入可

・借入残高にも算入されない

150万円の住宅ローンを借入れ

他の借入れも、
100万円まで可能

具体例（年収300万円のサラリーマンの場合）

0万円

借
入
残
高

150万円は借入残高に

「含めない」

借入上限

100万円

【例外】

・有価証券担保貸付け

・不動産担保貸付け(居宅等を担保とする場合を除く）

・売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け

等

【適用除外】

・住宅ローン （不動産購入のための貸付け）

・マイカーローン （自動車購入時の自動車担保貸付け）

・有価証券担保貸付け

・不動産担保貸付け（居宅等を担保とする場合を除く）

・売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け

等

資産の裏付け
がある借入れ

将来的なキャッシュ
フローにより返済能
力がある借入れ

方策

（府令改正）

・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払う
ための資金（10万円以下）の貸付け ≪新設≫

・預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの
つなぎ資金に係る貸付け ≪新設≫
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５．貸金業者の事務手続きの円滑化を図るための措置

○改正貸金業法の円滑な施行のため、借入れに係る貸金業者の事務手続きを見直し。

１．趣旨

２．方策

具体的には、以下の対応策を実施（府令改正）。

①完全施行の際の経過措置として、「当分の間」、借り手に提出が求められる年収証明書の
「提出期間」を延長。（提出依頼日から１ヶ月→２ヶ月）

②指定信用情報機関を利用した返済能力の定期的な調査義務が解除される場合として、
「延滞又は合理的な理由による貸付停止期間」を追加。

③指定信用情報機関を利用した定期的な返済能力調査が必要となる貸付残高基準の変更。
（10万円以上→10万円超）

④地方税額が表示されている給与の支払明細書の場合には、年収計算が可能であることか
ら、１ヶ月分でも「年収証明書」と認定。
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６．健全な消費者金融市場の形成

２．方策

○わが国の金利の実勢は「ふたこぶ」の状況。背景には、銀行・信金等が消費者向け貸付けに必ずし
も十分に取り組んでいない実情が考えられる。

○従って、中長期的に健全な消費者金融市場を形成する観点から、消費者向け貸付けについて、銀
行・信金等による社会的責任も踏まえた上での積極的参加が望まれる。

○今後の健全な消費者金融市場の形成は、改正貸金業法の完全施行の円滑な実施にも資する。

１．現状・論点

○ 健全な消費者金融市場の形成に向け、改正貸金業法における多重債務の発生防止の趣
旨や利用者保護等の観点を踏まえ、銀行・信金等が消費者向け貸付けを行う際の適切な
審査や厳しい取立ての防止等について、所要の態勢整備を求める（監督指針の改正）。

（注）現時点においては、無担保・無保証の消費者向け貸付けに係るノウハウの蓄積、態勢整備等が不十分であ
ることから、既に相当数の銀行・信金等が、貸金業者等の保有する信用情報等も活用して、消費者向け貸
付けを行っている状況。
⇒ 当面、銀行・信金等は、こうした貸金業者等の保証機能も活用しつつ、消費者向け貸付けに取り組ん

でいくものと考えられ、こうした保証機能の活用も踏まえた監督指針の改正を実施。
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７．多重債務者等の生活再建・事業再生のための多様なセーフティネットの充実・強化

○返済・新規借入れが困難になった消費者・事業者に対して、多重債務のカウンセリングや経営相
談を実施し、返済に問題がないと認められる場合には、生活資金・事業資金等の必要な資金を貸
し付けるセーフティネットの充実・強化を図っていくことが必要。

１．趣旨

２．方策

①「生活福祉資金貸付制度」の「体制強化」を実施。

②多重債務者向けの貸付けを実施している「消費者信用生協」の県域規制を見直し、
「隣県での活動」が可能となるように制度改正を実施。

③多重債務者向けのセーフティネット貸付けを実施している「労働金庫」等の金融機関に対し、
一層の推進を要請。

④ＮＰＯバンクの行う、「生活困窮者向けの貸付け」、「特定非営利活動として行われる貸付け」の
うち、一定の要件を満たすものについては、「総量規制等の適用除外」とし、ＮＰＯバンクの活動
を支援。

⑤商工会、商工会議所等に対し、中小企業、個人事業者向け「経営相談の充実・強化」を要請。

⑥政策金融機関を含めた金融機関に対し、中小企業、個人事業者に対する、「適切な資金供給」
に努めることを要請。

こんな制度があったのね！
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８．多重債務者に対するカウンセリング・相談の更なる改善・強化

○短期的施策

①消費者庁、金融庁、法テラス、日弁連、日司連、日本貸金業協会、消費者団体、被害者団体等が連
携して、昨年５月～今年６月の期間、多重債務相談の実施や改正貸金業法の周知を目的とした
「キャンペーン」の実施。

②多重債務相談に関し、財務局、地方公共団体、法テラス、日弁連等に対して「連携の強化」を要請。

③経験の浅い相談員でも活用できる、実践的な「相談マニュアル」の作成。 等

○中期的施策

①多重債務に陥る危険性を自らチェックし、早期にカウンセリングへ誘導するための「自己診断システ
ム」を開発し、金融庁等のウェブサイトにおいて公開。

②相談員のレベルアップを図るため、体系的な「研修プログラム」の作成、定期的な実施。

○日弁連・日司連に対し、多重債務者の経済的再生支援の適正化のため、以下の取組みの強化を依頼。

①弁護士・司法書士報酬についての顧客に対する「事前説明」の履行の徹底

②「広告内容」の適正化

③弁護士・司法書士等の「社会的責任に応じた自発的対応」の促進 等

○地方自治体等の相談窓口において、債務整理のみならず、その後の
生活再建のフォローアップを行っていけるよう、相談体制を整備・強化。

○弁護士・司法書士による、多重債務者の生活再生支援の適正化。

１．趣旨

２．方策
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９．ヤミ金融対策の強化

○貸金業法改正により借りられない人たちが増え、ヤミ金融被害が拡大するとの指摘。

⇒改正法の完全施行に併せ、ヤミ金融対策を一層強化。

１．趣旨

２．方策

①各都道府県レベルで、財務局・地方公共団体・日弁連・日司連等と警察との連携を強化し、
最近のヤミ金融の動向など、情報の共有化を図ることにより、迅速な警告・取締りにつなげる。

②警察・金融庁等の関係機関が連携し、インターネットに掲載された「ヤミ金融業者の違法な
広告の削除」を実施。

③ヤミ金融に対する以下の取組みを更に積極的に実施。
 警察・金融庁から金融機関に「口座凍結」を要請
 警察・金融庁が違法な貸付等に対して直接「電話警告」
 不正利用防止法に基づき携帯電話を利用できないようにする「携帯電話契約者確認要求」
 警察官向けの「ヤミ金融事犯相談対応マニュアル」の更なる周知徹底

④改正貸金業法の完全施行の前後半年間を目処に、「ヤミ金融取締り強化期間」を設定。

⑤悪質登録業者に対する当局の処分の徹底、警察への積極的な「情報提供」。

⑥警察・消費者庁・金融庁等の関係機関が連携し、最近のヤミ金融の手口等について、「消費者への適切
な注意喚起」を実施。

⑦金融庁が新規に作成する相談員向けの「相談マニュアル」に、最近のヤミ金融の手口、対処方法を記載。
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１０．改正貸金業法等の広報活動

○改正貸金業法の内容についての認知度が低いとの指摘も多く、同法の円滑な施行に向けて、その
内容の周知・広報を図る必要。

１．趣旨

２．方策

①改正貸金業法の認知度の向上を図るための広報活動を消費者庁と協働して実施。

利用者にわかりやすい「ポスター」、「リーフレット」の作成・配布

「新聞」への広告掲載

「政府広報」の活用

「金融庁ホームページ」の改善、「インターネット」広報の実施 等

②消費者庁、金融庁、法テラス、日弁連、日司連、日本貸金業協会、消費者団体、被害者団体等が連携
して、昨年５月～今年６月の期間、多重債務相談の実施や改正貸金業法の周知を目的とした「キャン
ペーン」の実施 （再掲）。
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改正貸金業法に関する内閣府令の改正の概要 
 

１．趣旨 

 

本件は、改正貸金業法の完全施行（注）の円滑な実施を図るため、借り手の目線に立

った方策を推進していくべく、以下のような改正貸金業法に関する内閣府令の改正

を行うものです。 

（注）完全施行日は、平成 22 年６月 18 日。 

 

２．府令改正の概要 

 

（１）総量規制に抵触している者の借入残高を段階的に減らしていくための借換えの推進 

（規則第 10 条の 23 第１項第１号の２） 

 

総量規制に抵触している借り手が、これまでのリボルビング契約に基

づく借入れについて、返済期間が長く、月々の返済負担も少ない、一本の借

入れに借り換えることによって、段階的に借入残高を減らすことが可能とな

る措置を講じる。このため、「段階的な返済のための借換えを総量規制の例

外とする」旨の府令改正を行う。 

 

 

○ 以下のような元本、金利、返済方法等に係る要件を満たす借換えを総量規制の

例外として位置づける規定を設ける。 

 

① 借換えの対象となる債務 

● 借換えの対象となる債務は「貸金業者（みなし貸金業者を含む）からの借

入債務全般」。 

（注）銀行からの借入債務や、親族・知人等からの借入債務は、対象としない。 

② 金利 

● 「借換後」の金利が「借換前」の金利を上回ることがないようにする。な

お、複数の債務をまとめる場合、「借換後」の金利は、「借換前」の金利を各

債務の元本で加重平均した金利（注）を上回らないこととする。 

（注）なお、加重平均した金利が利息制限法の上限金利を上回った場合には、上限金利以

下の金利での借換えのみが認められる（法第 12 条の８第 1 項）。 

方策 

平成 22 年６月 11 日

金融庁

資料７－４－４ 
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③ 返済方法 

● 返済方法については、約定に基づく返済により段階的に残高を減らしてい

くことを要件とする。 

 

④ その他 

● 上記①から③のほか、以下の要件を定めることとする（注）。 

－ 「一ヶ月の負担額」について、「借換後」の負担額が、「借換前」の負担

額を上回らないこと 

－ 「担保・保証に係る要件」について、「借換後」の条件が、「借換前」の

条件より厳しくならないこと 

（注）現行の内閣府令における借換えの規定にも、同様の要件が定められている。 

 

 

（２）個人事業者の安定的な「事業所得」を総量規制の「年収」として算入  

（規則第 10 条の 22 第１項第４号） 

 

個人事業者の事業所得（総収入金額から必要経費を控除した額）のう

ち、安定的な年収として認められるものに限り、総量規制の基準となる年収

（「給与等の定期的な収入」）の定義に追加する旨の府令改正を行う。 

 

 

○ 個人事業者の事業所得のうち、以下のような金額については、総量規制の基礎

となる「年収」の類型に加える。 

－ 過去の事業所得の状況に照らして貸金業者が安定的なものと認める額とする
（注）。 

（注）事業所得については、確定申告書等により把握するものとする。 

方策 
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（３）総量規制の「適用除外」と「例外」の分類の再検討等  

 

（３－１）総量規制の「適用除外」と「例外」の分類の再検討  

（規則第 10 条の 21 第１項第５号から第７号まで等） 

 

総量規制の「適用除外」及び「例外」に分類される貸付けについて、

再検討を行い、「例外」に分類される貸付けのうち、資産の裏づけがある貸

付け（有価証券担保ローン、不動産担保貸付け（居宅等を担保とする場合を

除く））や、将来的なキャッシュフローにより返済能力がある貸付け（不動

産の売却代金により返済される貸付け）については、「適用除外」に変更す

る。 

 

○ 現行の内閣府令において「例外」に分類されている貸付けのうち、以下の

貸付けについては、新たに「適用除外」として規定する。 

 

（ⅰ）資産の裏づけがある貸付け 

①有価証券担保貸付け（契約締結時における有価証券の時価の範囲内での

貸付けに限る。） 

②不動産担保貸付け（居宅等を担保とする場合を除く。）であって、顧客の

返済能力を超えないと認められるもの（契約締結時における不動産の価

格の範囲内での貸付けに限る。） 

 

（ⅱ）将来的なキャッシュフローにより返済能力がある貸付け 

③売却予定不動産の売却代金により返済される貸付けであって、顧客の返

済能力を超えないと認められるもの（契約締結時の不動産の価格の範囲

内のものであって、当該不動産を売却することにより当該顧客の生活に

支障を来すと認められるものでない貸付けに限る。） 

 

○ さらに、上記①から③の貸付けがリボルビング契約の場合には、総量規制

の「例外」から「適用除外」への移行に伴い、リボルビング契約について求

められる定期的な返済能力調査義務（注）を解除する。 

（注）リボルビング契約については、契約の締結後、一定の要件を満たす場合には、一定の期間ご

とに、指定信用情報機関の信用情報を使用して、当該リボルビング契約が総量規制に抵触する

こととなっていないかを調査することが義務付けられている。調査の結果、当該リボルビング

契約が、総量規制に抵触する場合には、極度額の引下げ、又は、新規の個別貸付けの停止が必

要となる。 

 

方策 
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（３－２）総量規制の「例外」となる貸付けの追加  

 

○ 総量規制の「例外」となる貸付けとして、以下の貸付けを追加する。 

 

（ⅰ）社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け 

（規則第 10 条の 23 第１項第２号の２、第２項第２号の２、  

第４項及び第５項） 

 

● 外国において緊急に必要となった費用など、社会通念上緊急に必要と

認められる費用を支払うための資金の貸付け（注）を、総量規制の「例外」

に追加する。 

（注）以下の要件を満たすものに限る。 

①少額の貸付け（10 万円） 

②短期の返済（３ヶ月） 

③資金使途を確認することができる資料の保存 

 

（ⅱ）「つなぎ資金」に係る貸付け 

（規則第 10 条の 23 第１項第６号） 

 

● 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る

貸付け（注）を、総量規制の「例外」に追加する。 

（注）以下の要件を満たすものに限る。 

①貸付けの実行が確実であることが確認できていること 

②１ヶ月以内の返済 

 

（３－３）個人事業者向けの「例外」貸付けに関する返済能力調査の簡易化  

（規則第 10 条の 23 第１項第４号及び第５号） 

 

● 総量規制の「例外」として行う個人事業者向け貸付けについて、貸付

金額が 100 万円以下の場合には、より簡易な方法で返済能力の調査を行

うことを認める旨を内閣府令で定める（注）。 

（注）貸付金額が 100 万円を超える個人事業者向けの「例外」貸付けの際に提出が必

要となる「事業・収支・資金計画（３計画）」については、今回、極力簡素な様

式の提出で足りるための措置を講じており、日本貸金業協会の自主規制規則にお

いて、簡素なフォーマットが示されているところ。 
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（４）貸金業者の事務手続きの円滑化を図るための措置の検討  

 

○ 貸金業者の事務手続きの円滑化を図るため、以下の内容の内閣府令の改正を行

う。 

 

① 年収証明書の「提出期間」の延長（経過措置（注）） 

（平成 19 年改正府令附則第９条の２） 

 

リボルビング契約（一定の限度額内で繰り返し借りることができる契

約）に関する指定信用情報機関を利用した返済能力の定期的な調査の結果、

自社の極度額と他社の借入残高の合計額が 100 万円超となる場合には、貸金

業者は、１ヶ月以内に、借り手から年収証明書の提出を受けることが必要と

される。今回、完全施行の際の経過措置として、年収証明書の「提出期間」

を延長（提出依頼日から１ヶ月→２ヶ月）する。 

   （注）経過措置の期間は、「当分の間」とする。 

 

② 貸付け停止中のリボルビング契約についての定期的な返済能力調査義務の解除（注） 

（規則第 10 条の 25 第３項第３号） 

 

リボルビング契約に関する指定信用情報機関を利用した返済能力の

定期的な調査義務は、延滞等のため新規貸付けを停止している場合であって

も解除されない。しかしながら、やむを得ない事由により新規貸付けを停止

している場合にまで、返済能力の定期的な調査を義務付ける必要性は必ずし

も高くない。このため、今回、延滞等により新規貸付けを停止している場合

には、返済能力の定期的な調査義務を解除する。 

   （注）解除が認められる場合として、「延滞を理由とする場合」のほか、貸付けの停止の

年月日及びその理由等の記録を条件に「合理的な理由がある場合」とする。 

 

③ リボルビング契約についての定期的な返済能力調査義務の基準の変更 

（規則第 10 条の 24 第１項第１号、第 10 条の 25 第３項第１号） 

 

リボルビング契約においては、貸付残高が 10 万円以上の場合には、

指定信用情報機関を利用した返済能力の定期的な調査が必要とされる。しか

しながら、実態を見ると、極度額を 10 万円に設定している場合が多く、貸

付残高 10 万円の者にかかる調査のコストが大きい。一方で、仮に返済能力

の定期的な調査が必要となる貸付残高の基準を 1円引き上げたとしても、総

量規制の趣旨を損なうものではないと考えられる。このため、今回、当該貸

付残高の基準を「10 万円以上」から「10 万円超」に変更する。 

方策 

方策 

方策 
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④ 年収証明書の追加（地方税額が表示されている給与の支払明細書等） 

（規則第 10 条の 17 第１項第７号の２、第２項第２号） 

 

総量規制の実施に伴い借り手が提出する必要がある「年収証明書」に

ついて、給与の支払明細書を用いる場合には、２ヶ月分以上の提出が必要と

される。地方税額が表示されている給与の支払明細書の場合には、１ヶ月分

でも年収計算が可能であることから、今回、このような支払明細書について

は、１ヶ月分でも「年収証明書」と認定する。 

 

 

（５）ＮＰＯバンクに対する対応  

 

（ⅰ）貸付業務経験者の確保義務の免除 

 

・ 一定の要件を満たすＮＰＯバンクについては、代替的な体制整備を要件と

して、初回の登録については、貸付業務経験者の確保義務を免除する取扱い

を認める。 

（規則第５条の３の２、第５条の４の２、第26条の25の２第２項、第26条の26の２

第２号から第４号まで、第26条の27の２第２号から第４号まで、第26条の29の２） 

 

（ⅱ）指定信用情報機関の信用情報の使用・提供義務の免除及び総量規制の適用除外 

 

・ ＮＰＯバンクの活動を支援する観点から、以下の要件を満たす貸付けを行

う者として届出をしたＮＰＯバンクの当該貸付けについては、 

①指定信用情報機関の信用情報の使用・提供義務の免除 

②総量規制の適用除外 

とする。 

（規則第１条の２の３、第５条の３の２、第 10条の 16の２、第 10条の 21

の２、第 10条の 24の２、第 10条の 25の２、第 26条の 25の２第３項、

第 26条の 26の２第２号・第５号・第６号、第 26条の 27の２第２号・第

５号・第６号、第 26条の 29の２、第 30条の 12の２、第 30条の 14の２） 

 

方策 
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(ⅰ)以下の要件を満たすＮＰＯバンクが行う貸付けであること 

①非営利、②低金利（7.5%以下）、③貸出目的の公益性、④貸付内容等の

情報開示 等 

(ⅱ)生活困窮者（注）向けの貸付けであること。 

(ⅲ)他の貸金業者等からの借入れ等の状況を把握する措置を講じること。 

(ⅳ)上記を踏まえた生活再建のための計画の策定を行うこと。 

(ⅴ)上記計画の進捗状況を定期的に把握し、必要に応じ、生活再建が図られ

るよう、助言又は指導が行われること。 

（注）生活困窮者とは、収入をもって最低限度の生活を維持するために必要な費用及び債務

の弁済の費用を賄うことができない個人をいう。 

 

 

(ⅰ)以下の要件を満たすＮＰＯバンクが行う貸付けであること 

①非営利、②低金利（7.5%以下）、③貸出目的の公益性、④貸付内容等の

情報開示 等 

(ⅱ)特定非営利活動（注）として行われる貸付けであること。 

(ⅲ)他の貸金業者からの借入れ等の状況を当初より定期的に把握し、必要に

応じ、借り手に対し、貸付残高が過剰とならないよう、助言又は指導が

行われること。 

（注）特定非営利活動法上の 17 事業（環境保全、福祉、まちづくり等）として行う活動を

指す。 

 

 

（６）その他所要の改正  

 

○ 上記のほか、以下の内容の内閣府令の改正を行うこととする。 

 

・ 総量規制の「適用除外」貸付け、「例外」貸付けに係る書面の電磁的保存を可

能とするための措置 

（規則第 10 条の 21 第２項、第 10 条の 23 第２項） 

１．生活困窮者向けの貸付け 

２．特定非営利活動として行われる貸付け
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・ 貸金業登録にあたり、申請書に添付される資料の記載内容の真偽を確認する

ために必要な資料を徴求することを可能とするための措置 

（規則第４条第３項第 14 号、第８条第８号） 
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平成 22 年６月 22 日 

 

「改正貸金業法フォローアップチーム」の設置について 

 

 

改正貸金業法を円滑に施行し、必要に応じ、速やかに適切な対応を検討していくため、

「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」に代えて、「改正貸金業法フォローアップチー

ム」を設置する。 

 

（注）「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」は、改正貸金業法の円滑な実施のため

に講ずべき施策について検討を行うことを目的として設置され、最終的に「借り手

の目線に立った 10 の方策」を取りまとめ。 

 

 

１．実施内容 

 

・ 改正貸金業法に係る制度の周知徹底 

・ 改正貸金業法の施行状況や影響等についての実態把握 

・ 改正貸金業法に係る制度のフォローアップ・点検 

 

 

 

２．構成メンバー 

※2010 年９月メンバー更新 

   座長    大塚耕平 内閣府副大臣(金融担当) →東 祥三 副大臣 

   座長代理  大島 敦 内閣府副大臣(消費者担当) →末松義規 副大臣 

   事務局長  田村謙治 内閣府大臣政務官(金融担当) →和田隆志 政務官 

         泉 健太 内閣府大臣政務官(消費者担当)→消費者庁は政務官不在 

         中村哲治 法務大臣政務官  →黒岩宇洋 政務官 

 

（警察庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、日本銀行は、事務方が参加予定） 

 

 

 

 

以  上 

資料７－４－５ 
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あなたは大丈夫？キャンペーン 

 －貸金業法が大きく変わります！－ 

 

実施要領 

 

 

Ⅰ．改正貸金業法についての広報活動の実施 

 

 「あなたは大丈夫？キャンペーン －貸金業法が大きく変わります！－」の

期間において、以下の広報活動を中心に、各種の媒体を使用した広報を、各共

催団体、協力団体・企業において実施する。 

 

① 金融庁ウェブサイトに改正貸金業法の特集サイトを開設し、各共催団体

や協力団体・企業の協力を得て、各共催団体・団体・企業のウェブサイト

に特集サイトへのリンクを掲載する。 

 

② 貸金業法改正についてのポスター・リーフレットを作成し、各共催団体、

都道府県、市区町村、金融機関、貸金業者、ハローワーク等において掲示、

配布する。 

 

③ 政府広報等も活用し、新聞広告、インターネットを利用した広報を実施

する。 

 

④ 各都道府県等においても、各共催団体等と適宜連携しつつ、地域の広報

誌等を利用し、広報活動を行う。 

 

Ⅱ．相談体制の強化 

 

（改正貸金業法の内容の周知） 

 ① 改正貸金業法の施行に向け、多重債務相談窓口の相談員等に改正貸金業

法の内容の周知を図るため、金融庁が「相談窓口で尋ねられることが多い

事項についてのＱ＆Ａ集（「カシキンＱ＆Ａ」）」を作成し、関係機関に配布

する。 

資料７－４－６ 
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② さらに、各財務局等において、各都道府県の相談員等を対象とした改正

貸金業法の内容に係る説明会を開催する。あわせて、各財務局と都道府県

とが共同で、市区町村の多重債務相談員を対象とした説明会を開催する。 

 

（改正貸金業法の相談への対応） 

   各共催団体、各都道府県、市区町村等の相談窓口においては、上記Ｑ＆Ａ

集等を活用し、改正貸金業法の相談に対応する。 

 

（多重債務無料相談会の開催） 

   キャンペーンの期間中、各共催団体等において、各都道府県、市区町村等

とも連携し、多重債務の無料相談会を実施する。また、その際、法テラスの

民事法律扶助制度の周知を図る。 

 

（多重債務相談窓口の周知） 

 各共催団体、各都道府県、市区町村等の多重債務相談窓口の一覧、及び各

相談窓口が実施する無料相談会の開催予定について、金融庁がとりまとめ、

ウェブサイトで公表する。 

 

（多重債務の初期相談機能の充実） 

 多重債務に悩んでいる者を適切に相談窓口につなぐことが可能となるよう、

各共催団体、各都道府県、市区町村等の多重債務相談窓口の一覧を、各地の

警察、ハローワーク等に通知し、相談窓口の周知を図る。 

また、法テラス・コールセンター等において、多重債務に悩んでいる者に

対し、適切に相談窓口を案内する。 

 

 

 

 （ 以 上 ） 



 

平成 22 年７月 23 日 

金融庁 

 

貸金相談デスクの開設について 
 

金融庁では、改正貸金業法の完全施行に当たって、その円滑な実施のために講ずべき施策につい

て取りまとめた「借り手の目線に立った 10 の方策」に基づき、本年５月より、「あなたは大丈夫？

キャンペーン －貸金業法が大きく変わります！－」を実施しているところです。 

 

さらに、改正貸金業法を円滑に施行し、必要に応じ、速やかに適切な対応を検討していくため、

６月 22 日、「改正貸金業法フォローアップチーム」を設置し、その活動の１つとして改正貸金業

法に係る制度の周知に努めています。 

 

これらの取組みの一環として、今回、改正貸金業法に関する相談等の受付窓口『貸金相談デスク』

を下記のとおり開設し、利用者の窓口とすることとしました。 

 

 

記 

 

名称 ： 「貸金相談デスク」 

開設日 ： 平成 22 年７月 26 日 

開設期間 ： 平成 22 年 12 月 28 日まで 

受付時間 ： 平日 10：00～18：00 

電話番号 ： 0570-001127 

※IP 電話・PHS からは 03-3506-7229 におかけください。 

受付内容 ： 改正貸金業法に関する相談等 

 

※ご留意事項 

 ○利用者の皆様と貸金業者の間の個別トラブルのご相談につきましては、お話を伺った上で、

他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介･調停を行うことは出

来ませんので、あらかじめご了承ください。 

 

資料７－４－７ 
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改正貸金業法完全施行後の１年
の状況について

平成２３年６月２７日

金融庁

資料７－４－９
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Ⅰ．借り手の状況について

486



0

50

100

150

200

250

300

350

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

件

相談

苦情

248

297 304

235

219

245

233

254

220

241

300

252

216
232
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（注） １月から２月の増加の原因は、日本貸金業協会に寄せられた苦情・相談において、特定の協会員が発信し
た顧客向けの案内文書に関する問い合わせが急増したことによる。

完全施行
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金融庁・財務局・日本貸金業協会におけるヤミ金相談等件数の推移

〔件〕

※１ 金融庁の件数は金融サービス利用者相談室で受付けたものを金融会社室で分類したもの
※２ 日本貸金業協会の件数は月次の公表資料より引用
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貸金業利用者の一人当たり残高金額及び５件以上無担保無保証借入の残高がある人数

19年3月末 20年3月末 21年3月末 22年3月末 23年3月末

万円 116.9 106.6 95.7 79.7 67.1

万人 171 118 73 84 70

（出典）㈱日本信用情報機構

（参考）表の見方

５件以上無担保無保証借入
の残高がある人数

（注）㈱日本信用情報機構は、全国信用情報センター連合会（全情連）加盟33情報センターを承継したものであるが、21年６月以降、事業譲渡に伴い無
　　担保無保証借入れにかかる情報を本統計に順次反映させたため、６月以降、人数合計、残高金額合計等の各種データが増加している（移行作業は21
　　年12月に完了）。

(1)完済した債務や残高がゼロの契約や無担保無保証以外の債務は１件として数えない。
(2)債務者が破産や特定調停など法的整理を行った後に債権放棄されていないもの、貸金業者が過払金返還請求に応じた後に残高があるもの（20年１
月以降）については１件として数える。

1人当たり残高金額
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自殺者における多重債務が理由となっている者の推移

（出典）警察庁生活安全局生活安全企画課 『平成22年中における自殺の概要資料』 等
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借金を抱える方々へ相談機会の提供を充実させるための施策

完全施行から１年が経過するところ、依然として経済情勢が厳しいことから、新規借入・返済困難者が増
加することも懸念される。そこで、完全施行に先立ち、昨年５月から実施している「あなたは大丈夫？キャ
ンペーン」及び、毎年９月～12月に実施している「多重債務者相談強化キャンペーン」の一環として、借り

られなくなった者がヤミ金融等の利用に至らないよう、以下の対策を実施。

多重債務相談窓口の認知度を向上し、多重債務者
の誘導を進めるため、各都道府県等に対して、以下
の２点の協力要請を実施。

①ポスター掲示による広報
４７都道府県別に、消費者向けのみならず事業者

向け相談窓口も記載したポスターの掲示についての
協力を依頼（次ページ参照）。
②広報誌・回覧板等による広報

上記ポスターの電子媒体を活用した、自治会の広
報誌や回覧板等を通じた広報についての協力を依頼。

（１）自治体への協力要請

多重債務相談窓口の認知度を向上し、多重債務
者の誘導を進めるため、以下により、マスメディアを
通じた周知・広報を強化

① 政府広報の実施
昨年には、インターネットＴＶ（政府広報）を通じて、

金融担当大臣政務官より、多重債務者相談窓口の
紹介と窓口利用を呼びかけ（平成２２年１２月１７日
より）。
② イベント等を通じた周知・広報

平成２２年１２月６日に東京都主催・金融庁後援に
て実施された「ヤミ金融被害防止合同防止キャン
ペーン」の街頭広報活動に、金融担当大臣政務官
が参加し、ヤミ金融の利用防止と相談窓口の利用
を呼びかけ。
③ 震災対応ポータルサイトの開設

被災者の方々が利用可能な自治体・財務局・関
係機関における相談窓口の一覧等を掲載した専用
ポータルサイトを金融庁ＨＰに開設し、情報提供を
実施。
④ ポスター等を通じた広報の強化

４７都道府県別に、消費者向けのみならず事業者
向け相談窓口も記載したポスターを作成し、自治体、
財務局及び関係機関に約１０万部配布（再掲）。

（２）マスメディア等を通じた
多重債務相談窓口の周知・広報

改正貸金業法の完全施行後、

最初の一年であることを踏まえ、
多重債務問題解決に資する優
れた取組みを通じ、健全な消費
者金融市場の形成に寄与した
金融機関について、他の金融
機関においても更に積極的な
取組みが行われることを期待し
て、その優れた取組みを、大臣
より８金融機関を顕彰（平成２３
年６月２０日）。

＜大臣顕彰対象金融機関＞
・ 一関信用金庫
・ 多摩信用金庫
・ 青和信用組合
・ 塩沢信用組合
・ 尾西信用金庫
・ 但陽信用金庫
・ 遠賀信用金庫
・ 南郷信用金庫

（３）預金取扱金融機関の
取組みへの大臣顕彰

消費者のみならず、事業者への相談態勢を充実さ
せるため、以下を実施。

①無料相談会の実施
昨年9月～12月に実施した「多重債務相談強化キャ

ンペーン2010」において、中小企業団体の参加も得
て、事業者向けの無料相談会を実施。
②広報誌・回覧板等による広報

４７都道府県別に、事業者向け相談窓口も記載した
ポスターを作成し、関係団体に配布（再掲）。
③中小企業団体との連携

都道府県によっては、多重債務相談窓口と中小企
業団体が連携する事例も。

（４）借入れをしている事業者への対応
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（参考）都道府県別の相談窓口周知ポスターの作成

多重債務相談窓口周知のため、各都道
府県毎に、各地における多重債務相談窓
口を紹介する内容のポスターを47種類作

成。

一般消費者だけでなく、事業者向けの相
談窓口も記載。

都道府県・財務局・金融機関・ハローワー
ク・大学・中小企業団体等の協力団体を
通じて、全国に約10万枚を配布。

自治体に対して、各自治体広報紙、回覧
板等への本ポスターの掲載を要請。

＜東京都の例＞
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Ⅱ．貸し手の状況について
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貸金業登録業者の推移

（出典）金融庁「貸金業統計資料集」

〔件〕

平成20年度 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末

財務局登録業者 574 569 558 545 541 537 519 508 500 487 479 473
都道府県登録業者 8,278 7,971 7,714 7,431 7,214 7,027 6,837 6,632 6,441 6,213 5,998 5,705

合　計 8,852 8,540 8,272 7,976 7,755 7,564 7,356 7,140 6,941 6,700 6,477 6,178

平成21年度 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末

財務局登録業者 462 447 442 432 431 434 428 424 424 421 420 409
都道府県登録業者 5,432 5,293 5,036 4,799 4,634 4,475 4,324 4,200 4,053 3,953 3,834 3,648

合　計 5,894 5,740 5,478 5,231 5,065 4,909 4,752 4,624 4,477 4,374 4,254 4,057

平成22年度 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末

財務局登録業者 404 395 386 378 374 373 363 360 359 357 354 349
都道府県登録業者 3,503 3,363 2,927 2,672 2,574 2,455 2,377 2,341 2,318 2,285 2,260 2,240

合　計 3,907 3,758 3,313 3,050 2,948 2,828 2,740 2,701 2,677 2,642 2,614 2,589

平成23年度 4月末

財務局登録業者 345
都道府県登録業者 2,215

合　計 2,560
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貸金業者の貸付残高の推移（年度別）

（出典）業務報告書に基づき作成。
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貸金業者の貸付残高の推移（各月末）

（出典）日本貸金業協会「月次統計資料」
※特定協会員に対するアンケート結果（全協会員の貸付残高の80％以上のカバレッジ）

〔兆円〕
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貸金業者の月間貸付金額の推移 フロー

（出典）日本貸金業協会「月次統計資料」 ※特定協会員に対するアンケート結果（全協会員の貸付残高の80％以上のカバレッジ）
１０月の事業向け貸付金額が前月比大幅増となっているのは、アンケート回答社（大手１社）による増加によるもの
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消費者金融大手３社の過払金返還額の推移

（出典）各社の公表決算資料より作成。
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消費者向無担保貸付残高の平均金利の推移

（出典）業務報告書に基づき作成。
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貸金業利用者に関する調査結果概要（平成２３年４月実施） 
 
 

 
 

 

 

 

１．改正貸金業法完全施行後に貸金業者に借入れ申し込みを行った者の借入れの状況 

（ベース：３年以内貸金業からの借入れ経験者） 

  22 年 3 月実施 22 年 11 月実施 23 年 4 月実施 

全て希望通りの金額で借入れができた 83.2％ 69.7％ 74.4％ 

希望通りの金額で借入れができないこ

とがあった 
16.8％ 15.1％ 15.6％ 

借入れができなかった  15.2％ 10.1％ 

２．１．において、希望通りの金額で借入れができなかった者の対応（複数回答） 

  22 年 3 月実施 22 年 11 月実施 23 年 4 月実施 

支出を控えた・諦めた 62.3％ 56.9％ 49.6％ 

親類・友人等からの援助・借入れ 36.9％ 24.0％ 25.8％ 

アルバイト等による収入増加に努めた 16.4％ 13.0％ 16.3％ 

銀行のカードローンの借入れ  11.8％ 12.9％ 

預貯金の取り崩し  11.8％ 11.2％ 

ヤミ金からの借入れ 3.0％ 0.3％ 2.1％ 

３．ヤミ金の利用経験のある者の割合（ベース：３年以内に貸金業者からの借入経験があり、現

在借入残高が残っている者） 

  22 年 3 月実施 22 年 11 月実施 23 年 4 月実施 

総量規制抵触者 6.5％ 1.5％ 4.1％ 

総量規制非抵触者 2.7％ 1.5％ 2.7％ 

全体 3.8％ 1.5％ 3.0％ 

４．総量規制抵触者の割合（ベース：３年以内に貸金業者からの借入経験があり、現在借入残高

が残っている者） 

  22 年 3 月実施 22 年 11 月実施 23 年 4 月実施 

貸金業者に借入残高あり 28.5％ 26.7％ 26.6％ 

 消費者金融に借入残高あり 42.1％ 44.0％ 40.4％ 

 消費者金融以外に借入残高あり 22.9％ 18.2％ 22.8％ 

 

５．制度・相談窓口についての認知度（ベース：借入れ経験者・未経験者双方） 

  22年3月実施 22 年 11 月実施 23 年 4 月実施

貸金業法が改正されたこと 52.2％ 84.0％ 74.3％ 

財務局・自治体に設置されている多重

債務相談窓口 
50.3％ 39.4％ 36.6％ 

 

目的：改正貸金業法完全施行後の貸金業利用者の意識及び制度等の周知状況を調査 
対象：貸金業利用経験者（認知度等は広く消費者に対して実施） 
手法：インターネット調査会社への委託調査（回答者は匿名で回答）

資料７－４－１０ 
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顕彰金融機関の取組みの概要 

 

金融機関 取組みの概要 

一関信用金庫 栗原市及び仙台弁護士会との提携による多重債務者対策や

自殺防止対策等に資する「栗原市のぞみローン」の実施など。

多摩信用金庫 基本スタンス（困っているお客様の相談に応じていくこと）

に基づく消費者ローン相談窓口の設置、「顔の見える関係」

を重視した訪問活動の実施、融資後のモニタリングの実施な

ど。 

青和信用組合 多重債務相談室の設置、多重債務者対応マニュアルの整備、

融資後の訪問活動による家計収支改善の進捗管理の実施な

ど。 

塩沢信用組合 多重債務相談態勢としての地元自治体と連携した相談窓口

の設置、「個人の救済支援おまとめローン」の実施など。 

尾西信用金庫 消費者ローン利用者のデータ分析等に基づく顧客のニーズ

に応じた対応の実施、高い頻度での訪問による顧客の問題解

決に注力など。 

但陽信用金庫 「よろず相談室」の設置、多重債務相談について弁護士・司

法書士等と連携した対応、「生活再生ローン」の実施、融資

後のモニタリングの実施など。 

遠賀信用金庫 相談窓口である「暮らしの安心コーナー」の設置、多重債務

相談について司法書士会と連携した対応、啓蒙用チラシ（年

間約 300 万枚）の配布など。 

南郷信用金庫 時間外の消費者ローン等相談窓口の設置、多重債務者相談マ

ニュアルの整備、多重債務相談について弁護士・司法書士等

と連携した対応など。 

 

資料７－４－１２ 
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平成 22 年９月９日 

金 融 庁  

 

 

「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロ
ジェクトチーム」の設置について 
 

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する

法律（振り込め詐欺救済法）」に定める預保納付金の取扱い等について検討す

るため、本日、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関す

るプロジェクトチーム（ＰＴ）」を設置した。 

 

１．検討課題 

・ 法第 20 条第１項により留保することとされている預保納付金の割合 

・ 法第 20 条第２項にいう「必要がなくなったとき」に関する考え方の整理 

・ 預保納付金の具体的使途 

・ 金融機関における振込人（被害者）に対する返金率の向上    等 

 

２．構成メンバー 

※2011年６月末現在メンバー 

座長 金融庁 田村 謙治 大臣政務官 → 和田隆志 大臣政務官 

内閣府 泉  健太 大臣政務官 → 園田康博 大臣政務官 

財務省 大串 博志 大臣政務官 → 吉田 泉 大臣政務官 

    

オブザーバー  警察庁、法務省、預金保険機構 

 

３．検討の進め方 

有識者、犯罪被害者支援団体、金融機関等からのヒアリング等を行い、そ

の結果を参考にしつつ、本年度内を目途にとりまとめを行う予定。 

以 上 

資料７－５－２ 
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平成２３年３月７日 

 

金融庁設置法第７条第１項第１号により下記のとおり諮問する。 

 

諮 問 事 項 

 

○ 我が国金融業の中長期的な在り方についての検討 

 
我が国金融機関の国際競争力の強化、地域経済における金融機能

の向上、更には両者があいまって我が国経済・金融業の一層の発

展を図るための中長期的な課題等について検討。 

 

 

○ 保険会社のグループ経営に関する規制の在り方等についての検討 

 

保険会社による外国保険会社の買収等に係る子会社の業務範囲規

制の見直しを含む保険会社のグループ経営の向上に資するような

規制の在り方等について検討。 

 

 

○ インサイダー取引規制における純粋持株会社の取扱い等について

の検討 

 

インサイダー取引規制に係る合併等の重要事実に係る軽微基準及

び決算情報変更に係る重要事実について、上場会社等が純粋持株

会社である場合には連結ベースの決算値を基準とするような特例

を設けること等について検討。 
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「保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ」 

メンバー名簿 

平成 23 年６月 29 日現在 

 

座 長  ※洲崎 博史  京都大学大学院法学研究科教授 

メンバー  阿部 泰久  日本経済団体連合会経済基盤本部長 

※沖野 眞巳  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

※小島 茂   日本労働組合総連合会総合政策局長   

加藤 広亮  ボストンコンサルティンググループ シニアパートナー＆マ

ネージングディレクター 

木下 孝治  同志社大学大学院司法研究科教授 

後藤 元   東京大学大学院法学政治学研究科准教授 

丹野 美絵子 （社）全国消費生活相談員協会理事長 

水口 啓子  （株）日本格付研究所チーフアナリスト兼格付企画部長 

村木 正雄  ドイツ証券（株）株式調査部ディレクター兼シニアアナリス

ト（保険・証券担当） 

※家森 信善  名古屋大学大学院経済学研究科教授 

米山 高生  一橋大学大学院商学研究科教授 

 

実務メンバー 松山 保臣  日本生命保険相互会社取締役専務執行役員 

岩井 幸司  東京海上日動火災保険（株）常務取締役 

瀧下 行夫  外国損害保険協会専務理事 

（敬称略・五十音順） 

（※印は金融審議会委員） 
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会　　長 山 下 友 信  東京大学大学院法学政治学研究科教授

委　　員 小 野 理 文  全国共済農業協同組合連合会代表理事専務

古 笛 恵 子  弁護士

鈴 木 雅 己  損害保険料率算出機構専務理事

関 政 治  全日本交通運輸産業労働組合協議会事務局長

戸 川 孝 仁  全国交通事故遺族の会副会長

中 村 仁 義  (社)日本損害保険協会自賠責保険特別委員会委員長

西 原 浩 一 郎  全日本自動車産業労働組合総連合会会長

萩 尾 計 二 一般社団法人日本自動車会議所評議員

広 重 美 希  (財)日本消費者協会出版啓発部啓発課課長

福 田 弥 夫  日本大学法学部教授

堀 田 一 吉  慶應義塾大学商学部教授

山 本 眞 弓  弁護士

特別委員 落 合 誠 一 　  中央大学法学科大学院教授

北 原 浩 一  NPO法人交通事故後遺障害者家族の会代表

高 橋 伸 子  生活経済ジャーナリスト

田 中 節 夫  (社)日本自動車連盟会長

野 尻 俊 明 　  流通経済大学法学部教授

藤 川 謙 二  (社）日本医師会常任理事

（敬称略・五十音順）    

自動車損害賠償責任保険審議会委員名簿

（平成23年6月30日現在）
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総 会
（会 長 安藤 英義）

企画調整部会
（部会長 安藤 英義）

監査部会
（部会長 脇田 良一）

内部統制部会
（部会長 八田 進二）

企業会計審議会の組織図

（平成23年6月30日現在）

資料８－３－１
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「我が国における国際会計基準の取扱いについて（中間報告）」
（2009年６月３０日・企業会計審議会）

考慮事項

１．IFRSの内容

２．IFRSを適用する場合の言語

３．IFRSの設定におけるデュー・プロセスの確保

４．IFRSに対する実務の対応、教育・訓練

５．IFRSの設定やガバナンスへの我が国の関与の強化

６．XBRLのIFRSへの対応

７．我が国の会計を取り巻く国際的な諸情勢

２０１０年３月期 ： 国際的な財務・事業活動を行っている上場企業の連結財務諸表に任意適用。

２０１２年頃 ： 上場企業の連結財務諸表への強制適用の是非を判断。

強制適用の場合、少なくとも３年の準備期間

（２０１２年に判断の場合、２０１５年又は２０１６年に適用開始）

国際会計基準（IFRS)の適用国際会計基準（IFRS)の適用

資料８－３－２
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（消費者行政機関等）
消費者庁地方協力課長 林 俊 行
国民生活センター相談部長 宮 内 良 治
東京都消費生活総合センター所長 佐 藤 直 樹
日本司法支援センター第一事業部長 佐 々 木 文

（消費者団体）
全国消費者団体連絡会事務局 依 光 道 代
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任理事 唯 根 妙 子
全国消費生活相談員協会常任理事 丹 野 美 絵 子

（業界団体・自主規制機関・指定紛争解決機関等）
保険オンブズマン専務理事 瀧 下 行 夫
金融先物取引業協会事務局長 廿 日 岩 信 次
信託協会相談所長 岡 本 康 二
生命保険協会生命保険相談室長 竹 中 肇
全国銀行協会業務部長 相 澤 直 樹
全国信用金庫協会コンプライアンス部長 相 澤 晃
全国信用組合中央協会業務相談室次長 近 藤 高 弘
全国労働金庫協会企画統括部業務担当部長 阪 倉 早 苗
投資信託協会投資者相談室長 鈴 木 隆 雄
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター長 八 木 直 人
日本少額短期保険協会少額短期ほけん相談室室長代行 齋 藤 博 行
証券・金融商品あっせん相談センター長 飯 島 一 夫
日本証券投資顧問業協会業務部長 高 谷 哲 司
日本商品先物取引協会自主規制グループ長 中 曽 根 淳
日本商品投資販売業協会業務部兼企画調査部長 西 野 高 志
日本損害保険協会損害保険紛争解決サポートセンター部長 坂 本 仁 一
農林中央金庫総合企画部企画開発室長（農漁協系統金融機関代表） 小 門 賢 一
不動産証券化協会総務部長・苦情相談室長 山 口 真 紀 子
日本資金決済業協会事務局長 永 澤 修

（弁護士会）
長島・大野・常松法律事務所，弁護士 井 上 聡
西村あさひ法律事務所，弁護士 森 倫 洋
港共同法律事務所，弁護士 石 戸 谷 豊

（学識経験者）
生活経済ジャーナリスト 高 橋 伸 子
早稲田大学法学学術院教授 犬 飼 重 仁
東京大学大学院法学政治学研究科教授 神 作 裕 之
一橋大学大学院法学研究科教授 山 本 和 彦

（金融当局）
金融庁総務企画局企画課長 小 野 尚
金融庁総務企画局政策課金融サービス利用者相談室長 嶋 野 彦 実
金融庁監督局証券課長 栗 田 照 久
経済産業省経済産業政策局産業資金課課長補佐 森 本 要
厚生労働省労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室室長補佐 田 村 誠 一
国土交通省総合政策局不動産業課不動産投資市場整備室長 石 川 卓 弥
総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課長 田 尻 信 行
農林水産省経営局金融調整課組合金融指導官 柳 沢 修

〔計41名〕

金融トラブル連絡調整協議会委員名簿

平成23年2月14日現在

（敬称略、順不同）
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資料８－４－２ 
金融トラブル連絡調整協議会の開催状況 

回数 開催日 議題 

1 
平成 12 年 

9 月 7 日 

○金融審議会答申及びワーキンググループ報告について 

○金融トラブル連絡調整協議会の運営方法について 

2 11 月 8 日 ○「個別紛争処理における機関間連携の強化」について 

3 
平成 13 年 

1 月 16 日 
○「苦情・紛争処理手続の透明化」について 

4 4 月 3 日 ○「苦情・紛争処理事案のフォローアップ」について 

5 5 月 31 日 ○「苦情・紛争処理実績に関する積極的公表」について 

6 8 月 7 日 ○「広報活動を含む消費者アクセスの改善」について 

7 10 月 2 日 ○「機関間連携のあり方」について 

8 11 月 19 日 ○「苦情・紛争処理のモデルの中間試案」について 

9 
平成 14 年 

1 月 15 日 

○「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル

（案）」について 

10 2 月 8 日 ○「協議会における今後の取組みに係る論点メモ」について 

11 3 月 27 日 ○「苦情・紛争解決支援のモデル（案）に寄せられた意見」について 

12 4 月 25 日 ○「苦情・紛争解決支援のモデルの修正案」について 

13 5 月 23 日 ○「金融トラブル連絡調整協議会の今後の取組みについて」（１） 

14 6 月 17 日 ○「金融トラブル連絡調整協議会の今後の取組みについて」（２） 

15 7 月 22 日 
○「金融トラブル連絡調整協議会の今後の進め方について」 

○「苦情・紛争解決支援のモデルのフォローアップの方法」について 

16 10 月 11 日 ○「フォローアップ－自己評価結果の報告と意見交換－」（１） 

17 11 月 5 日 ○「フォローアップ－自己評価結果の報告と意見交換－」（２） 

18 12 月 12 日 
○「フォローアップ－自己評価結果の報告と意見交換－」（３） 

○「機関間連携（総論）」について（１） 

19 
平成 15 年 

2 月 5 日 

○「機関間連携（総論）」について（２） 

○「実務者ネットワークの論点整理」について（１） 

○「金融商品販売法の施行状況の調査、点検の結果」について 

20 4 月 21 日 
○「機関間連携（弁護士仲裁センター）」について（１） 

○「苦情・紛争解決支援規則の再評価結果」について 

21 6 月 24 日 

○「機関間連携（弁護士仲裁センター）」について（２） 

○「実務者ネットワークの論点整理」について（２） 

○「消費者の認知に向けた PR」について 

22 9 月 9 日 
○「公的機関との連携」について（１） 

○「金融トラブルの解決に向けたその他の方策」について 

23 11 月 25 日 

○「公的機関との連携」について（２） 

○「協議会の今後の進め方」について 

○「その他：外国為替証拠金取引」について 

24 
平成 16 年 

3 月 24 日 

○「平成 15 年中の苦情紛争解決事例等」について 

○「金融商品販売法の施行状況フォローアップ」について 

25 5 月 28 日 
○「証券分野における苦情紛争解決の取組み」について 

○「無認可共済に係る相談事例等」について 
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回数 開催日 議題 

26 
平成 16 年 

6 月 24 日 

○総合的なＡＤＲの制度基盤の整備の検討状況について 

○平成 15 年度内の規則及び運用の改善等について 

○金融トラブル連絡調整協議会の成果等について 

27 9 月 10 日 

○ＡＤＲ法（仮称）の検討状況について 

○「金融サービス利用者相談室」（仮称）の設置について 

○今後の協議会の活動について 

28 
平成 17 年 

1 月 31 日 

○苦情紛争事例のケース・スタディ 

○海外のＡＤＲ事情報告について 

○「金融サービス利用者相談室」の設置について 

29 6 月 3 日 
○平成 16 年度内の規則及び運用の改善等について 

○平成 16 年度中の苦情・紛争事例等について 

30 10 月 27 日 

○金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況等について 

○裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）関係法令に係る今後の見通し等について 

○偽造・盗難キャッシュカード問題について 

○投資サービス法（仮称）の検討状況について 

31 
平成 18 年 

6 月 23 日 

○金融商品取引法等について 

○平成 17 年度の規則の改善等の報告 

○参加団体等における裁判外紛争処理に係る取組みについて 

32 12 月 6 日 

○業界団体の苦情紛争解決支援手続の運用面等改善の取組みについて 

○金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況等について 

○裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（ＡＤＲ法）の平成 19 年４月

施行に向けた事前説明について 

○金融商品取引法の認定投資者保護団体制度の活用について 

○本人確認法施行令等の改正について 

33 
平成 19 年 

6 月 12 日 

○ＡＤＲ法の認証及び金商法（認定投資者保護団体）の認定取得について 

○利用者相談室満足度調査について 

○日本司法支援センター（法テラス）の概要について 

○多重債務問題解決のためのカウンセリングシンポジウムについて 

○平成 18 年度における業界団体・自主規制機関の苦情・紛争解決支援について

34 12 月 7 日 

○「国民生活センターの在り方等に関する検討会」 終報告について 

○業界団体からの報告 

○業界団体の苦情・紛争解決支援手続規則の用語について 

○紛争解決支援手続の弁護士会仲裁センター委託方式における問題点について

○業界団体の紛争解決支援手続の利用促進について 

35 
平成 20 年 

3 月 31 日 

○金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル改

正のためのワーキンググループについて 

○業界団体等からの報告 

○訴訟等を理由とする金融ＡＤＲ手続の拒否について等 

○ 近の消費者政策を踏まえた自由討議 

36 5 月 14 日 

○日本少額短期保険協会における苦情・紛争解決支援の取組み 

○金融トラブル連絡調整協議会のこれまでの取組みと今後の金融ＡＤＲの方向

性について 

37 6 月 17 日 
○平成 19 年度における業界団体・自主規制機関の苦情・紛争解決支援について

○金融ＡＤＲの整備にかかる今後の課題について 

38 6 月 24 日 ○金融ＡＤＲの整備にかかる今後の課題について（続き） 

39 12 月 24 日 

○業界団体からの報告 

○金融審議会金融分科会第一部会・第二部会合同会合報告について 

○「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル」

の改正案について 

40 
平成 21 年 

6 月 19 日 

○平成 20 年度における苦情・紛争解決支援について 

○金融トラブル連絡調整協議会の今後の役割について 

○「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル」

の改正について 
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回数 開催日 議題 

41 
平成 23 年 

 2 月 14 日 

○金融ＡＤＲ制度に関する取組状況等 

○各指定紛争解決機関の業務の実施状況等 

○金融トラブル連絡調整協議会の今後の進め方及び自由討議 
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金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデルについて 

 

１．モデルの位置付け 

○ このモデルは、金融分野における苦情・紛争解決支援の改善のため、現状にお

いて実現可能な範囲の下で理想的と考えられる苦情・紛争解決支援手続を金融ト

ラブル連絡調整協議会として策定したものであり、金融分野における各業界団

体・自主規制機関において、このモデルを踏まえた苦情・紛争解決支援手続の整

備が期待されるものと位置付けられる。 

○ なお、このモデルでは、業界団体・自主規制機関が行なう苦情・紛争の解決に

ついて、これまでの「処理」という概念に替えて、当事者による解決を支援する

という立場を明確にするため、「解決支援」という概念を導入している。 

 

２．モデルの策定の経緯 

平成１２年 ９月 ７日 協議会設置 

平成１３年 １月１７日 モデル策定及びモデル策定のためのワーキンググルー

プの設置を決定。 

      ３月 ６日 ワーキンググループ設置。 

     １１月１９日 モデルの中間試案を検討。 

平成１４年 １月１５日 各界からの意見を募集に付すためのモデル案を決定。 

      ４月２５日 モデルを決定。 

 

３．モデルの概要 

① 理念的事項 

○ 金融分野における苦情・紛争解決支援の基本的理念として、「公正中立」、「透

明性」、「簡易・迅速・低廉」、「実効性の確保」、「金融市場の健全な発展」を明

示。 

○ 苦情等の発生原因の解明及び会員企業・消費者への周知等を通じた再発防止

への取組みを業界団体等が設置する苦情・紛争解決支援機関（以下「機関」と

いう。）の責務として規定。 

 

② 通則的事項 

○ 苦情・紛争の定義や守秘義務等の苦情解決支援と紛争解決支援に共通する事

項を規定。 

資料８－４－３ 
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○ 機関の利用を促進するため、機関及び会員企業による機関の消費者への周知

やアクセスポイントの拡充等を規定。 

○ いわゆる「たらい回し」を防ぐため、機関間連携として行なうべきことを提

示。 

○ 苦情・紛争解決支援実績等の公表や機関に対する外部評価の実施を通じて機

関の運営の適正化や規制整備を推進。 

 

③ 苦情解決支援規則 

○ 取扱う苦情や苦情申立人の範囲、標準処理期間、苦情解決支援を行なわない

場合を明示することにより、手続の進行に当たっての基準を明確化。 

○ 苦情受付時の手続の概要の説明や苦情解決支援を行なわない場合の理由の説

明、結果の報告、苦情未解決の場合の取扱い等、機関が申立人に対して行なう

べきことを規定。 

○ 苦情の解決の促進や、機関による調査への協力、相対交渉の際の対応等の会

員企業が行なうべきことを明示。 

○ 会員企業に対する措置・勧告等苦情の解決及び再発防止に向けて機関が積極

的に行なうべきことを規定。 

○ 紛争解決支援手続を設けていない機関も想定して、他の紛争解決機関の紹介

や苦情解決支援段階での解決案の提示も規定。 

 

④ 紛争解決支援規則 

○ 紛争解決支援委員会（機関の委嘱を受けて紛争解決支援手続を実施する者）

の設置や利害関係者の排除、運営委員会の設置等を規定することにより、機関

の組織面からも中立性・公正性を担保。 

○ 取り扱う紛争や紛争申立人・代理人の範囲、あっせん・調停を行なわない場

合や手続を打ち切る場合等の手続の進行に当たっての基準を明確化。 

○ 会員企業に対する事実調査・資料提出要求や措置・勧告等の機関の会員企業

に対する権限を明確化するとともに、調査等に対する会員企業の協力義務を規

定。 

○ 提示されたあっせん・調停案について、会員企業による尊重義務を規定する

とともに、正当な理由なく受諾しない場合など紛争解決支援委員会が必要と認

める場合は、当該企業名を公表することも併せて規定。 
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金融分野における裁判外の苦情・紛争解決支援制度（金融ＡＤＲ）の整備

にかかる今後の課題について（座長メモ）要旨 

 

平成20年６月24日 金融トラブル連絡調整協議会 

 

金融ＡＤＲのあり方 

○金融ＡＤＲの理念 

金融ＡＤＲは、金融トラブルにおける個別の利用者保護だけでなく、金融取引適

正化のルールの実効性確保の仕組みであり、その充実は、金融取引への消費者の信

頼を高め、金融・資本市場の健全な発展にも資する。 

金融ＡＤＲは、①業界横断的機能、②苦情・紛争解決の一連の手続、③中立・公

正性、透明性、秘密性、迅速性、低廉性という手続の質、の３要素の実現が重要。 

 

○運営主体 

金融の専門性の観点から、業界団体等で蓄積する知識・経験や人材を使うべきで

あり、民間が金融ＡＤＲの運営主体となるべきとの意見が多数。 

 

○中立性・公正性の確保 

紛争解決支援に従事する者、相談対応や苦情解決支援に従事する者に、中立・公

正に権限を行使できる立場が確保されるべきとの意見が、消費者団体、弁護士会、

学識経験者委員の大勢。 

金融ＡＤＲは、独立採算制の委員会による運営とし、組織の手続の透明性を高め

るなど、その独立性・透明性が明らかとなるような組織構築が必要であるとの意見

が、消費者団体、弁護士会、学識経験者委員の大勢。 

他方、業界団体等委員からは、業者に対しても中立・公正であることが必要との

意見。 

 

○実効性の確保 

・自主規制機関化 

消費者団体、弁護士会委員から、業法上の自主規制機関化により、柔軟・迅速に

拘束力ある自主規制規則を積み上げ、苦情・紛争解決に際し考慮するルールとでき

る、また、紛争解決を通じ、販売方法等の改善策の検討ができるとの意見。 

他方、業法上の自主規制機関化が直ちにＡＤＲ機能の強化につながるか疑問との

意見、業法上の自主規制機関化以外に、例えば、任意団体での申合せや、ＡＤＲ機

能の法制化等により、金融ＡＤＲの実効性を確保できるとの意見が、業界団体等委

員等の多数であり、弁護士会、学識経験者委員にも同様の意見。 
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・金融ＡＤＲ機関の認定 

金融ＡＤＲ機関に一定の水準を確保するため、金融庁等の行政が、認定すること

とし、中立性・公正性確保のための体制、金融の専門的知見を有する手続実施者の

選任体制、実効性ある解決のための手続規則などを要件としてはどうかとの意見が、

消費者団体、弁護士会、学識経験者委員の大勢。 

 

・金融ＡＤＲ機関との契約締結義務付け 

業者に、上記認定金融ＡＤＲ機関との契約締結を免許等の要件として義務付け、

さらに手続応諾義務、誠実交渉義務、結果尊重義務が課され、また、アクセスの容

易性への配慮がされるべきとの意見が、消費者団体、弁護士会、学識経験者委員の

大勢。 

 

○統一化・包括化 

将来的には統一的・包括的な第三者型機関を設置等することが望ましいが、解決

すべき課題も多く、慎重な検討が必要であり、各金融ＡＤＲの組織や運営の水準を

引き上げるなど標準化を図り、連携を強化しつつ、中長期的に検討していくべきと

の意見が多数。 

 

○今後の方向性 

金融ＡＤＲ機関に一定の水準・要件を確保等するための法的整備が必要であると

の意見が、消費者団体、弁護士会、学識経験者委員の大勢。 

業者の、一定の水準・要件を満たす金融ＡＤＲ機関における手続応諾義務、誠実

交渉義務、結果尊重義務を、法的に担保することが必要との意見が、消費者団体、

弁護士会、学識経験者委員の大勢。 

他方、業界団体等委員からは、自主的取組みの結果、金融ＡＤＲの公正性・中立

性、業者の手続応諾等が確保されてきており、自主的な取組みを強化していくこと

でよいとの意見が多数。 

 

おわりに 

本座長メモが遅滞なく、業界団体等において、今後の金融ＡＤＲ改善の取組みに

活かされるとともに、政府において、今後の金融ＡＤＲの改善に向けた具体的な検

討に活かされることを期待。 

 

以 上 
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金融ＡＤＲ制度に関する取組状況について 

 

平成 21 年６月 17 日 金融商品取引法等の一部を改正する法律成立 

平成 21 年６月 24 日 同法公布 

平成 21 年 12 月 24 日 同法施行令・施行規則公布 

平成 22 年４月１日 金融ＡＤＲ制度施行 

平成 22 年４月 26 日 金融ＡＤＲガイドライン公表 

平成 22 年９月 15 日 全国銀行協会等の７団体を紛争解決機関に指定 

平成 22 年 10 月 1 日 金融機関に対する行為規制発効 
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金融ＡＤＲ制度について

金融ＡＤＲ制度のイメージ

事案の性質や当事者の事情に応じた迅速・簡便・柔軟
な紛争解決が可能に

法的枠組みの下、利用者の納得感のあるトラブル解決

金融商品・サービスへの利用者の信頼性の向上

金融ＡＤＲ制度の趣旨

（注）紛争解決機関が指定されない段階では、金融機関自身に苦情
処理・紛争解決への取組みを求め、利用者保護の充実を図る。

銀行・保険・証券などの業態ごとに
それぞれ金融ＡＤＲの枠組みを導入

行政庁

紛争解決機関

利用者 金融機関トラブル

申請に基づき指定
行政庁による監督

利用者から紛争解決の申立て
が行われた場合には、金融機
関に紛争解決手続の利用や和
解案の尊重等を求める

紛争解決の
申立て

和解案の提示

弁護士・認定司法書士等からなる
紛争解決委員が和解案を策定

紛争解決機関を行政庁が指定・監督し、その中立性・
公正性を確保。

利用者から紛争解決の申立てが行われた場合には、金
融機関に紛争解決手続の利用や和解案の尊重等を求め、
紛争解決の実効性を確保。

金融分野に知見を有する者が紛争解決委員として紛争
解決に当たることにより、金融商品・サービスに関する
専門性を確保。

業態横断的な金融ＡＤＲ制度が構築されることが将来
的には望ましいが、金融商品・サービスの特質がそれぞ
れに異なる状況を踏まえ、高まる利用者ニーズに早期に
応えるためにも、各業態ごとの現在までの取組みを活用
して、業態を単位とした金融ＡＤＲ制度を導入。
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平成22年
9月30日
までの

受付件数

前年
同期比

不開始 解決 移行 不応諾 不調 移送 その他 計 １月未満
１月以上
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上 計

113 440 486% 553 277 276 0 88 159 0 0 0 30 277 216 41 10 10 277

8 9 増減なし 17 5 12 0 2 2 0 0 1 0 5 2 0 0 2 4

- 142 73% 142 68 74 0 19 49 0 0 0 0 68 43 25 0 0 68

- 570 52% 570 226 344 0 193 24 0 0 0 9 226 141 85 0 0 226

- 106 増減なし 106 58 48 2 54 0 0 2 0 0 58 48 10 0 0 58

1 21 250% 22 21 1 0 20 1 0 0 0 0 21 20 1 0 0 21

3 52 ▲76% 55 54 1 0 52 0 0 2 0 0 54 54 0 0 0 54日本貸金業協会

日本損害保険協会

保険オンブズマン

１．苦情処理手続の実施状況

（1）苦情処理手続件数（当期の状況）

金融ＡＤＲ機関の苦情処理手続実施状況
（平成22年10月１日～平成22年12月31日）

当期の
受付件数

受付件数
計

全国銀行協会

当期の
既済件数

（２）苦情処理手続の終了事由別の内訳件数（当期の既済事件）
（３）苦情処理手続（不応諾及び移送を除く。）
    の所要期間（当期の既済事件）

（注２）生命保険協会、日本損害保険協会及び保険オンブズマンにおける、平成
     22年9月30日までに受付し継続している苦情については、金融ＡＤＲ機関と平
     行して存続している相談窓口等で引続き処理。

当期の
未済件数

（単位：件）

(金融ＡＤＲ機関名)

生命保険協会

信託協会

（注１）各指定紛争解決機関からの報告に基づき金融庁で作成。

日本少額短期保険協会

【凡例】
 ○不開始・・・手続が開始される前に苦情が解決したため、手続開始に至らなかったもの。
 ○解　決・・・手続開始後に苦情が解決したもの。
 ○移　行・・・苦情処理手続を実施したが、申立人の納得が得られず、紛争解決手続を案内したもの。
 ○不応諾・・・金融機関が苦情処理手続に応じなかったもの。
 ○不　調・・・苦情処理手続を実施したが、申立人の納得が得られなかったもの（移行を除く）。
 ○移　送・・・指定紛争解決機関が、他の指定紛争解決機関の苦情処理手続に付することが適当と認めたもの。
 ○その他・・・苦情処理手続が終了しているが、上記のいずれにも分類されないもの。

（注２）

（注２）

（注２）
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平成22年
9月30日
までの

受付件数

前年
同期比

和解
特別
調停

見込み
なし

双方の
離脱

一方の
離脱

不応諾 移送 その他 計 １月未満
１月以上
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上 計

54 98 512% 152 33 119 11 0 21 0 1 0 0 0 33 2 9 10 12 33

1 2 皆増 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2

- 34 3% 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 53 211% 53 1 52 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

- 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 1 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 3 - 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日本少額短期保険協会

成　立

保険オンブズマン

（注２）生命保険協会及び日本損害保険協会における、平成22年9月30日ま
　　でに受付し継続している紛争については、金融ＡＤＲ機関と平行して存続
　　している相談窓口等で引続き処理。

（注３）保険オンブズマン、日本少額短期保険協会及び日本貸金業協会の紛
　　争案件については、金融ＡＤＲ機関指定後、新たに取扱いを開始。

日本貸金業協会

（注１）各指定紛争解決機関からの報告に基づき金融庁で作成。

(金融ＡＤＲ機関名)
当期の

既済件数

全国銀行協会

当期の
未済件数

（1）紛争解決手続件数（当期の状況）

成立以外

生命保険協会

信託協会

日本損害保険協会

金融ＡＤＲ機関の紛争解決手続実施状況
（平成22年10月１日～平成22年12月31日）

当期の
受付件数

受付件数
計

（２）紛争解決手続の終了事由別の内訳件数（当期の既済事件）
（３）紛争解決手続（不応諾及び移送を除く。）
    の所要期間（当期の既済事件）

１．紛争解決手続の実施状況 （単位：件）

【凡例】
 ○和  　  解・・・紛争解決委員が提示する和解案により解決したもの。
 ○特別 調 停・・・紛争解決委員が提示する特別調停案（和解案であって、金融機関が原則受け入れなければならないもの）
　　　　　　　　　 により解決したもの。
 ○見込みなし・・・紛争解決委員が、紛争解決手続によっては、和解が成立する見込みがないと判断して終了したもの。
 ○双方の離脱・・・紛争の当事者双方が、紛争解決手続によっては紛争の解決を図ることはしないこととして、合意により終
　　　　　　　　　 了したもの。
 ○一方の離脱・・・紛争の当事者のいずれか一方が、申立ての取下げや手続からの離脱により終了したもの。
 ○不　応　諾・・・顧客の不応諾及び金融機関の正当な理由のある不応諾。
 ○移　　　送・・・紛争解決委員が、他の指定紛争解決機関の紛争解決手続に付することが適当と認めたもの。
 ○そ　の　他・・・紛争解決手続が終了しているが、上記のいずれにも分類されないもの。

（注２）

（注２）

（注３）

（注３）

（注３）
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新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策 
～円高・デフレへの緊急対応～  （抄） 

○ 中小企業に対する金融支援 

中小企業に対する金融支援を通じて雇用の確保を図る。 

＜具体的な施策（抄）＞ 

・円高等が企業金融に与える影響の把握と民間金融機関に対する中小企

業等への金融円滑化の要請 

金融仲介機能の十全なる発揮の観点から、円高等が企業金融に与える

影響を調査・把握するとともに、民間金融機関に対し中小企業をはじめ

とした企業金融の円滑化を要請する。 

 

規制・制度改革関連 

○「規制・制度改革」の前倒し 

各分野における規制・制度改革等を迅速に実施する。 

＜具体的な施策（抄）＞ 

・銀行の投資専門子会社による劣後ローンの供給の解禁 

・完全孫会社の役員向けストックオプションに係る有価証券届出書の届

出免除 

・金融商品取引所に上場している受益証券発行信託の受益証券にかかる、

信託財産状況報告書の交付義務免除  等 

既定の改革について、実施時期の前倒し等を行う。 
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円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策 

～新成長戦略実現に向けたステップ２～ （抄） 
 

５．規制･制度改革 

○「日本を元気にする規制改革１００」等の充実・強化 
 

「日本を元気にする規制改革１００」の「国を開く経済戦略」の分

野を中心に、国際旅客チャーター便の個札販売（航空券のバラ売り）

比率の一層の緩和、外国企業等による英文開示の範囲拡大等の制度整

備の実施、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の策定

その他の措置を講じる。 

 

＜具体的な施策＞（国を開く経済戦略分野を中心とした規制･制度改革事項）

・外国企業等による英文開示の範囲拡大等、制度整備の実施 

・銀行本体によるファイナンス・リースの活用の解禁 

・ 保険会社が外国保険会社の買収等を行う場合に障壁となる規制の見直

しの検討 

・ 保険会社における資産運用比率規制の撤廃の検討 

・ プロ投資家を顧客とする投資運用業の規制緩和 
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新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～ （抄） 
 

 

第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 

成長を支えるプラットフォーム 

 

（７）金融戦略  

 

【2020 年までの目標】 

『官民総動員による成長マネーの供給』 

『企業のグローバルなプレゼンス向上』 

『アジアのメインマーケット・メインプレーヤーとしての地位の確立』 

『国民が豊かさを享受できるような国民金融資産の運用拡大』 

 

 成長戦略における金融の役割は、①実体経済、企業のバックアップ役としてその

サポートを行うこと、②金融自身が成長産業として経済をリードすることである。

2020 年までの期間において、これら２つの役割を十分に果たしうる金融を実現し、

実体経済と金融との新たな「Win－Win」の関係を目指す。 

 そのために、大企業、中堅企業、中小企業、個人事業者、海外での本邦企業活

動、国内プロジェクト、海外プロジェクトなど、投融資や支援対象のカテゴリー・特性

に適した成長資金が供給できる金融産業を構築する。長期的な視点で、イノベーシ

ョン重視の経営をサポートできるように、「金融システムの進化」を目指す。 

 また、金融自身も成長産業として発展できるよう、市場や取引所の整備、金融法

制の改革等を進め、ユーザーにとって信頼できる利便性の高い金融産業を構築す

ることによって、金融市場と金融産業の国際競争力を高める。 

 具体的には、ユーロ市場と比肩する市場を我が国に実現するため、プロ向けの

社債発行・流通市場を整備するとともに、外国企業等による我が国での資金調達

を促進するための英文開示の範囲拡大等を実施する。あわせて、中堅・中小企業

に係る会計基準・内部統制報告制度等の見直し、四半期報告の大幅簡素化など、

平成 22 年 6 月 18 日

閣 議 決 定
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所要の改革を 2010 年中に行う。また、国民金融資産を成長分野や地域に活用す

るための方策として、民間金融機関の積極的な取組を促す。さらに、政府系金融

機関・財政投融資等の活用やファンドスキームの活用・検討など、官民総動員によ

る対応を進める。 

 これらの取組を含め、アジアを中心とした新興国が牽引する世界経済の成長に、

我が国がアジアの金融センターとして大いに関与しつつ、国民の金融資産の運用

を可能とする「新金融立国」を目指し、2010 年中から速やかに具体的なアクション

を起こす。 

 

≪21 世紀日本の復活に向けた 21 の国家戦略プロジェクト≫ 

成長を支えるプラット・フォーム 

 

Ⅶ．金融分野における国家戦略プロジェクト 

 

成長戦略における金融の役割は、①実体経済、企業のバックアップ役としてそ

のサポートを行うこと、②金融自身が成長産業として経済をリードすることである。

2020 年までの期間において、これら２つの役割を十分に果たしうる金融を実現し、

実体経済と金融との新たな「Win－Win」の関係を目指す。 

 

 

21．総合的な取引所（証券・金融・商品）の創設の推進 

 

 「新金融立国」に向けた施策として、証券・金融、商品を扱う取引所が別々に設

立・運営されているという現状に鑑み、2013 年度までに、この垣根を取り払い、全

てを横断的に一括して取り扱うことのできる総合的な取引所創設を図る制度・施策

の可能な限りの早期実施を行う。 

 総合的な取引所においては、市場としての機能を再生・発展させるため、投資

家・利用者の利便性を第一の仕組みとし、「国を開き」、世界から資本を呼び込む

市場を作り上げるための具体的な対応をできるだけ速やかに実行することにより、

アジアの資金を集め、アジアに投資するアジアの一大金融センターとして「新金融

立国」を目指す。 
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「新成長戦略実現 2011」 （抄） 
 

 

Ⅰ 新成長戦略の実現に向けた基本方針 

２ 2011 年に見込まれる主要な成果と課題 

（１）2011 年に見込まれる主要な成果と課題 

（注）・は主要施策、※は施策を実行する際の課題を示す。 

③アジア経済 

○ アジア拠点化の推進等 

・本邦金融機関、JBIC 及び JETRO 等が連携し、中堅・中小企業のアジア地域等への進出

支援体制を整備・強化。 

⑦金融 

○ 総合的な取引所（証券・金融・商品）の創設の推進 

・総合的な取引所の実現に向け、取引所や規制・監督の在り方等の論点について方針を取

りまとめた上で、遅くとも 2012 年の通常国会に向けて所要の法案の提出準備。 

※各論点について省庁間の見解の相違を乗り越えた成案の策定。 

 

別紙１ 2010 年の主要な成果 

①21 の国家戦略プロジェクト 
 
20．新しい公共 

○NPO 等を支える小規模金融制度の見直し等 

・NPO バンクに対する総量規制及び指定信用情報機関の使用、情報提供義務等の適用除外

の措置。 

 

 

②その他の新成長戦略関連施策 
 
（７）金融 

○金融資本市場・金融産業活性化等のためのアクションプラン策定 

・外国企業等による英文開示の範囲拡大等、金融資本市場の活性化に向けた施策を取りま

とめたアクションプランを策定。 

 

 

 

 

平成 23 年１月 25 日

閣 議 決 定

資料９－２－３ 
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別紙２ 2011 年に見込まれる主要な成果と課題 

①21 の国家戦略プロジェクト 
 
７．法人実効税率引下げとアジア拠点化の推進等 

○アジア拠点化の推進等 

・本邦金融機関、JBIC 及び JETRO 等が連携し、中堅・中小企業のアジア地域等への進出体

制を整備・強化。 

 

21．総合的な取引所（証券・金融・商品）の創設を推進 

○総合的な取引所（証券・金融・商品）の創設を推進 

・総合的な取引所の実現に向け、取引所や規制・監督の在り方等の論点について方針を取

りまとめた上で、遅くとも 2012 年の通常国会に向けて所要の法案の提出準備。 

【課題】 

・各論点について省庁間の見解の相違を乗り越えた成案の策定。 

 

 

②その他の新成長戦略関連施策 
（７）金融 

○金融資本市場・金融産業活性化等のためのアクションプラン実行 

・「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案（仮

称）」に、ライツ・オファリングが円滑に行われるための開示制度等の整備、外国企業等

による英文開示の範囲拡大、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、銀行・保険会社

等の金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁、公認会計士試験・資格制

度の見直し等、関連の措置を盛り込み、国会に提出。 

・このほか、地域密着型金融の促進、経営者以外の第三者による個人連帯保証を求めない

ことを原則とする融資慣行確立等のための監督指針の改正等、新興市場等の信頼性回

復・活性化、四半期報告の大幅簡素化、金融機関による中堅・中小企業のアジア地域等

への進出支援体制の整備・強化等の諸施策を実行。 
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「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（平成22年９月10日閣議決定）における 

規制・制度改革事項 (金融庁関連項目抜粋) 

 

▽既定の改革の実施時期を前倒しする事項 

金融庁関連の 

規制・制度改革事項 

対処方針 

（末尾の（ ）内は実施時期等を示す） 

・公開買付期間中における自

己買付け 

公開買付代理人が買付者の形式的基準による特別関係者であ

る場合でも、東京証券取引所業務規程第66条に定める買付け

（過誤訂正等のための買付け、顧客の注文を執行する際に生

じた過誤による買付け等）ができるようにすることが適当か

否か検討を行い、平成22年度中に結論を得る。 

（22年度検討・結論） 

・完全孫会社の役員向けスト

ックオプションに係る有価

証券届出書の届出免除 

 

開示会社の完全孫会社の役職員を対象としたストックオプシ

ョンの付与について、有価証券届出書の届出義務を免除する

ことが可能か、投資家保護の観点も踏まえ検討を行い、平成

22年度中に結論を得る。 

（22年度検討・結論） 

・発行者による上場株券等に

係る公開買付届出書の記載

事項の簡略化 

 

公開買付けにおいては、株主等は、比較的短期間のうちに、

公開買付けに応募してその所有する株券等を売却するか否か

という重要な判断をする必要があることから、株主等に 

とっての情報の一覧性を確保しつつ、何らかの措置を取るこ

とが可能かどうかにつき検討を行い、平成22年度中に結論を

得る。 

（22年度検討・結論） 

・発行者以外の者による株券

等に係る公開買付届出書の

記載事項の簡略化 

 

公開買付けにおいては、株主等は、比較的短期間のうちに、

公開買付けに応募してその所有する株券等を売却するか否か

という重要な判断をする必要があることから、株主等に 

とっての情報の一覧性を確保しつつ、何らかの措置を取るこ

とが可能かどうかにつき検討を行い、結論を得る。 

（22年度検討・結論） 

・ストックオプションの開示

規制の適用除外 

 

会社の取締役等のみ 50 名以上を勧誘の相手として１億円以

上のストックオプションを発行した後（これのみでは開示規

制はかからない）、６ヶ月以内に会社等の取締役等でない者

を相手方として１億円未満の新株予約権証券を発行する場合

を開示規制の適用除外とすることについて、投資家保護上の

問題がないか等を見極めた上で検討を行い、平成22年度中に

結論を得る。 

（22年度検討・結論） 

 

資料９－４－１ 
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金融庁関連の 

規制・制度改革事項 

対処方針 

（末尾の（ ）内は実施時期等を示す） 

・公開買付届出書における「対

象者の状況」の「その他」

の記載事項の簡素化 

 

公衆縦覧されている情報について、公開買付届出書における

同内容の記載をする必要があるか否かについて、株主等にと

っての情報の一覧性にも配慮しつつ、検討を行い、平成22年

度中に結論を得る。 

（22年度検討・結論） 

・公開買付期間中における買

付者又は対象者による有価

証券報告書等の提出が公開

買付届出書の訂正届出書の

提出事由とならないことの

明確化 

 

四半期報告書（半期報告書）の提出については、「株券等の

公開買付けに関するＱ＆Ａ」（平成21年７月３日に公表）に

おいて、対象会社における役員の異動等、一定の重大な事 

由が生じていない限りは、四半期報告書の提出のみをもって、

公開買付届出書に係る訂正届出書の提出事由とはならないこ

とを明確化したところであり、有価証券報告書の提出につい

ても、投資者保護に配慮しつつ、検討を行い、平成22年度中

に結論を得る。 

（22年度検討・結論） 

・金融庁ホームページの適格

機関投資家の公表方法にお

ける該当条項を示した専用

のリストによる個社名での

公表 

 

適格機関投資家に該当するために届出（年４回）を要する者

については、当該者が適格機関投資家であることを市場に対

して周知を図る観点から、当該者を金融商品取引法第２条 

に規定する定義に関する内閣府令第10条第８項に基づき、官

報に公告するとともに、市場に対して一層の周知を図る観点

から、金融庁のホームページにおいて任意で公表している。

一方、金融商品取引業者、銀行及び保険会社等についても、

適格機関投資家であることが一覧性をもって容易に確認する

ことができる方策について、早期に検討し、結論を得た上、

平成22年度中に措置を講ずる。 

（22年度検討･結論・措置） 

・有価証券届出書等における

売出人の住所の記載方法の

簡素化 

 

 

個人情報保護に配慮し、個人である売出人の住所記載につい

ては、有価証券届出書の記載上の注意（企業内容等の開示に

関する内閣府令）において市区町村までの記載で差し支えな

い旨を規定することについて、平成22年中に所要の措置を講

ずる。 

（22年中措置） 

・株式公開に係る有価証券届

出書等における記載内容

（第三者割当等による取得

者の概況）の柔軟化 

 

有価証券届出書において「株式公開情報」として記載が求め

られている「第三者割当等の概況」のうち「取得者の概況」

については、投資者保護上の観点から、重要性の認められ 

ない第三者割当について柔軟な記載が可能となるよう、平成

22年中に所要の措置を講ずる。 

（22年中措置） 
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金融庁関連の 

規制・制度改革事項 

対処方針 

（末尾の（ ）内は実施時期等を示す） 

・有価証券報告書等における

事業等のリスクの記載時点

の見直し 

 

現行、継続開示書類に記載すべき「事業等のリスク」のうち

重要事象等については、①有価証券報告書は事業年度末日現

在、②四半期報告書・半期報告書は提出日現在の内容を記載

しなければならないこととされている。「事業等のリスク」

については、できる限り最新の情報を開示することが投資者

保護の観点から重要であると考えられることから、対象とす

る事業年度、会計期間等における状況について開示を求める

継続開示書類としての性格、提出会社の事務負担等を踏まえ

つつ、「事業等のリスク」の記載時点についての継続開示書

類における統一的な取扱いについて、平成22年中に所要の措

置を講ずる。 

（22年中措置） 

・有価証券届出書等における

記載上の注意（自己株式の

処分）の明確化 

 

平成 22 年４月１日に施行された金融商品取引法等の一部を

改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関

する内閣府令（平成21年内閣府令第78号）により、会社 

法第199 条第１項に基づく自己株式の処分等を取得勧誘類似

行為と規定したことを踏まえ、有価証券届出書に記載すべき

有価証券の手取金の使途が新規発行による有価証券に限らな

くなることから、有価証券届出書等の様式における「手取金

の使途」に関する記載上の注意の表現の見直しについて、平

成22年中に所要の措置を講ずる。 

（22年中措置） 

・金融商品取引所に上場して

いる受益証券発行信託の受

益証券にかかる、信託財産

状況報告書の交付義務免除 

 

信託財産状況報告書については、一定の受益者保護が図られ

ている場合についてのみ、その交付義務を免除しているとこ

ろである。受益証券が金融商品取引所に上場されている 

場合について、一定の受益者保護が図られている場合に該当

するか、その実態を把握した上で交付義務の免除について検

討し、結論を得た上で、平成22年度中に所要の措置を 

講ずる。 

（22年度検討・結論・措置） 
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▽５分野を中心とした需要･雇用創出効果の高い規制･制度改革事項 

金融庁関連の 

規制・制度改革事項 

対処方針 

（末尾の（ ）内は実施時期等を示す） 

・保険会社が海外不動産投資

等を行う場合に障壁となる

規制の見直しの検討 

 

海外不動産投資を含む投資を行う保険会社の従属業務子会社

の要件緩和につき、「議決権の総数の保有」に代わる基準の

検討を行い、結論を得た上で平成 22 年に必要な措置を講じ

る。 

（22年検討・結論・措置） 

・銀行の投資専門子会社によ

る劣後ローンの供給の解禁 

 

銀行の投資専門子会社による、ベンチャービジネス会社及び

事業再生途上の一般事業会社への資金供給の方法に劣後ロー

ンによる資金供給も認めることにより、ベンチャー企業の育

成、企業再生等を通じ、経済活性化を図るため、平成22年に

必要な措置を講じる。 

（22年措置） 
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「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」（平成22年10月８日閣議決定）における

規制・制度改革事項 (金融庁関連項目抜粋) 

 

▽国を開く経済戦略分野を中心とした規制･制度改革事項 

金融庁関連の 

規制・制度改革事項 

対処方針 

（末尾の（ ）内は実施時期等を示す） 

・外国企業等による英文開示

の範囲拡大等、制度整備の

実施 

外国会社等による英文開示の範囲拡大等について、平成22年

度中を目途に、必要な法制面の対応も含めて検討し、その検

討結果を踏まえて、平成23年度以降、必要な制度整備を実施

する。 

（22年度検討・結論、23年度以降措置） 

・銀行本体によるファイナン

ス・リースの活用の解禁 

 

銀行本体でファイナンス・リース業務の取扱いを行うことに

ついては、主要行・地銀の多くで既にファイナンス・リース

子会社を保有していることから現時点でどの程度のニーズが

あるかを確認しつつ、銀行法の他業禁止の趣旨や当該業務を

認めた場合の銀行による優越的地位濫用の防止の必要性等も

踏まえながら、平成22年度中に、法改正を含めた必要な法制

面での対応について検討し、その検討結果を受けて、平成23

年度以降、必要な制度整備を実施する。 

（22年度検討・結論、23年度以降措置） 

・保険会社が外国保険会社の

買収等を行う場合に障壁と

なる規制の見直しの検討 

 

保険会社が外国の保険会社を子会社等とする場合の当該外国

の保険会社の子会社等の業務範囲規制のあり方について、法

改正を含めた必要な法制面での対応も併せて平成 22 年度に

検討し、平成23年度以降に結論を得て必要な制度整備を実施

する。 

（22年度検討、23年度以降結論・措置） 

・保険会社における資産運用

比率規制の撤廃の検討 

 

保険会社における資産運用比率規制に関し、その撤廃も含め

た規制のあり方について、平成22年度に法改正を含めた必要

な法制面での対応も併せて検討し、その検討結果を受けて、

平成23年度以降必要な制度整備を実施する。 

（22年度検討・結論、23年度以降措置） 

・プロ投資家を顧客とする投

資運用業の規制緩和 

 

プロ投資家を顧客とする投資運用業の登録要件等の規制のあ

り方について、平成22年度を目途に、法改正を含めた必要な

対応を検討し、その検討結果を受けて、平成23年度以降、必

要な制度整備を実施する。 

（22年度検討・結論、23年度以降措置） 

 

資料９－４－２ 



 

552

「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」 

（平成23年４月８日閣議決定） (金融庁関連項目抜粋) 

 

▽「国民の声」に提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項 

金融庁関連の 

規制・制度改革事項 

対応 

（末尾の（ ）内は実施時期等を示す） 

・届出により機関投資家となっ

た者の公表方法の改善 

届出により適格機関投資家となった者について、適用日

より前に官報及び金融庁ホームページで公表することと

し、金融庁ホームページにおいては、ファイルを開く前

に更新日が確認できるよう対応する。 

（23年度） 

・金融庁が公表している「免

許・許可・登録等を受けてい

る業者一覧」の公表方法の改

善 

金融庁ホームページで公表している「免許・許可・登録

等を受けている業者一覧」について、利用者の利便の向

上のため、Excelによる公表や更新日の記載を行う。 

（22年度（措置済み）） 

・特定融資枠契約（コミットメ

ントライン）の借主の対象範

囲の拡大 

特定融資枠契約（コミットメントライン）の借主の対象

範囲を拡大する。 

（23年度） 

・銀行本体によるファイナン

ス・リースの活用の解禁 

銀行本体によるファイナンス・リースの活用の解禁につ

いて、法改正を含めた必要な法制面での対応についての

検討結果を受けて、関連法案を国会に提出する。 

（23年度） 

 

▽「国民の声」に提出された提案のうち、各府省において「検討」等を行うとされた事項 

金融庁関連の 

規制・制度改革事項 

対応 

（末尾の（ ）内は実施時期等を示す） 

・保険会社の共同行為の認可申

請における記載事項の簡素

化 

保険会社が共同行為を行う際の認可申請書の記載事項か

ら、代表者の住所を削除することについて検討を行い、

結論を得る。 

（23年度 検討・結論） 

・認可を受けて共同行為を行う

保険会社に課せられる届出

事項の簡素化 

認可を受けて共同行為を行う保険会社の代表者の住所が

変更された場合に、その旨を届け出ることを不要とする

ことについて検討を行い、結論を得る。 

（23年度 検討・結論） 

・金融商品取引法上の特定投資

家に該当する「特別の法律に

より特別の設立行為をもっ

て設立された法人」の確認の

容易化 

金融商品取引法上の特定投資家に該当する「特別の法律

により特別の設立行為をもって設立された法人」に該当

する者について、容易に確認することができる方策の検

討を行い、結論を得る。 

（23年度 検討・結論） 
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金融庁関連の 

規制・制度改革事項 

対応 

（末尾の（ ）内は実施時期等を示す） 

・貸金業法に基づく報告事務の

簡素化 

事業報告書と業務報告書の重複する項目について、報告

事務の簡素化の観点から見直しの検討を行い、結論を得

る。 

（23年度 検討・結論） 

・学校法人向けシンジケートロ

ーンの金融商品取引法の適

用除外 

学校法人向けシンジケートローンを金融商品取引法の適

用除外とすることについて検討を行い、結論を得る。 

（23年度 検討・結論） 

・保険持株会社の子法人（子会

社を除く。）等、関連法人等

の業務範囲規制の明確化 

保険持株会社が、一般事業会社を含め、総株主等の議決

権の百分の五十を超えない議決権を保有することについ

て、特段の制限がないことを監督指針上で明確化する。

（23年度 検討・結論） 

・振替一般債の供託の対象への

追加（法務省、財務省と共管）

国（日本銀行・供託所）が供託物としての振替一般債を

適正に受払保管することが、法令及びシステム上許容さ

れるのかということについて、その費用対効果等に鑑み、

関係省庁及び関係機関で検討を行い、結論を得る。 

（23年度 検討・結論） 
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「規制・制度改革に係る方針」（平成23年４月８日閣議決定） (金融庁関連項目抜粋) 

 

金融庁関連の 

規制・制度改革事項 

対処方針 

（末尾の（ ）内は実施時期等を示す） 

・コミュニティを支える中小

企業の資金調達の多様化 

地域住民の有する貯蓄を域内で直接的に活用し、商店街等を

中心とする地域コミュニティを支える中小企業の資金調達

の多様化を図ることにも資するよう株式会社等として社債

を発行する場合の金融商品取引法上の位置付けについて明

確化を図り、周知する。 

（23年度措置） 

・社債市場の活性化及び国際

化の推進（社債以外の債務

に付与されるコベナンツ情

報の開示） 

日本証券業協会「社債市場の活性化に関する懇談会」での議

論を踏まえ、銀行の融資実務への影響に加えて投資家保護の

観点から、必要な情報の開示が適切に行われるよう検討す

る。 

（23 年度検討、24 年度結論） 

・社債市場の活性化及び国際

化の推進（社債管理者の設

置）（法務省と共管） 

平成 23 年６月を目途に取りまとめを行うとされている日

本証券業協会「社債市場の活性化に関する懇談会」での議論

を踏まえ、社債管理の在り方について検討を行う。 

（23年度検討・結論） 

・デリバティブ取引規制の運

用（清算機関（ＣＣＰ）・

取引情報蓄積機関制度の細

目の検討） 

国内清算機関と外国清算機関との連携に係る連携金融商品

債務引受業の認可に際しては、金融商品取引法に定める認可

審査基準に基づき、担保が、リスク管理や利用者利便の観点

から適切な水準となるよう対応を行う。取引情報蓄積機関制

度の細目については、関係法令の施行（平成24 年11 月が

期限）までに、利用者の負担等も考慮して内閣府令において

定める。 

（24年度措置） 

・金融商品取引法に基づく単

体財務諸表開示の簡素化 

金融商品取引法に基づく単体財務諸表開示の簡素化につい

ては、会計基準のコンバージェンスの状況等を踏まえ、投資

情報の有用性が損なわれないように留意しつつ、検討する。

（24 年検討開始） 

・有価証券報告書提出銀行の

場合の決算公告の免除 

有価証券報告書を提出している銀行について、会社法の規定

にのっとり、決算公告を免除することを検討の上、結論を得

る。 

（23 年度検討・結論） 

・協調リースの集団投資スキ

ーム持分の適用除外要件の

明確化 

協調リースについて、実態を踏まえ集団投資スキーム持分の

適用除外要件への該当性を検討し、それを明確にする。 

（23 年度調査・検討・結論） 
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金融庁関連の 

規制・制度改革事項 

対処方針 

（末尾の（ ）内は実施時期等を示す） 

・異種リスクの含まれないイ

スラム金融に該当する受与

信取引等の銀行本体への解

禁 

イスラム金融取引に該当する受与信取引等のうち、銀行法に

基づき銀行本体に認められる業務（以下「銀行業務」という。）

と実質的に同視しうる取引（銀行業務に準じ、銀行業務との

機能的な親近性やリスクの同質性が認められる取引）の銀行

本体における取扱いについて必要な調査を行う。 

（23 年度調査） 

・銀行の子会社の業務範囲の

拡大（リース子会社等の収

入制限の緩和） 

リース子会社における収入制限規制は、リース子会社の子会

社を含むリース会社集団全体で判断すれば足り、リース子会

社から発生する中古物品の売買・保守点検を専門に行う子会

社については、当該リース子会社の一部門と同視できる場合

は、単体での収入制限規制の適用を除外することも含め、リ

ース会社集団内において、効率的に事業が行えるよう規制の

見直しを検討する。 

（23 年度検討・結論） 

・企業グループの組織再編に

資する規制の見直し 

（１）保険契約の包括移転に

係る規制についての検討 

保険会社の組織再編が進んでいることも踏まえ、保険契約の

移転単位、移転手続等について、保険契約者等の保護の観点

も踏まえつつ、検討を行う。 

（23 年度検討） 

・企業グループの組織再編に

資する規制の見直し 

（２）保険募集人等の委託の

在り方の見直し 

保険会社の組織再編が進んでいることも踏まえ、復代理等も

含めた保険募集人等の委託の在り方について、保険募集に関

する業務の適切な実施や保険契約者の保護を確保する観点も

十分踏まえつつ、検討を行う。 

（23 年度検討） 

・投資法人における「減資」

制度の導入 

欠損補てんのための出資総額の減少（減資）制度導入の可否

につき、平成 25 年度までに行う投資信託・投資法人法制の

見直しの検討及び制度整備の実施において、投資家保護、投

資法人の導管体としての性質、ファイナンス手法の中での位

置付け、求められるガバナンス等様々な観点に加え、税務会

計上の取扱いと併せて総合的な検討を行う。 

（25年度検討） 
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地域再生に関する取組み(当庁関連項目抜粋) 

 

▽地域再生計画と連動する施策 

施策名 施策の概要 

・地域資本市場育成のた

めの投資家教育プロジ

ェクトとの連携事業 

「地域再生推進のためのプログラム」（平成16年２月

27 日地域再生本部決定）では、国が講ずるべき支援措

置の１つとして「投資家教育プロジェクトとの連携」が

盛り込まれているところである。この事業は、本支援措

置を内容とする地域再生計画の認定を受けた自治体に

対し、金融庁職員を講師として派遣するなどの支援を行

う。 

・中小企業再生支援協議

会、整理回収機構等の

連携 

 

地域経済の動向に甚大な影響を与えるといった事態の

発生に伴い、地域企業に対する再生支援を含む各種施策

を集中・連携して実施するため、地域再生計画の認定を

踏まえ、当該地域の地方公共団体において中小企業再生

支援協議会、整理回収機構等関係機関を含む連絡調整組

織を整備するとともに、当該地方公共団体からの要請に

応じ、企業再生実務に関する説明会に対し、同協議会等

が連携して専門家を派遣する等、集中的に支援を行う。

  （注）「中小企業再生支援協議会、整理回収機構等の連携」は、金融庁とともに経済産業

省も所掌。 

 

▽地域再生に資する施策 

施策名 施策の概要 

・地域密着型金融の 

推進 

地域密着型金融が深化・定着するための動機付けとし

て、全国各地でのシンポジウムの開催、広く実践される

ことが望ましい取組み等に対する顕彰等の施策を実施

する。 
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消費者基本計画（抄） 
 

【具体的施策】 

１ 消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 

 （２）消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保 

  ア 消費者取引の適正化を図るための施策を着実に推進します。 

施 策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

46 

 

改正貸金業法を円滑に実施するために必要な施策を検討し

ます。多重債務問題の解決のために、丁寧に事情を聞いてアド

バイスを行う相談窓口の整備・強化などを柱とする「多重債務問

題改善プログラム」を着実に実施します。 

消費者庁 

警察庁 

金融庁 

総務省 

法務省 

財務省 

文部科学省 

厚生労働省 

経済産業省 

継続的に実

施します。 

48 外国為替証拠金取引やファンドを取り扱う登録業者につい

て、情報収集に努め、金融商品取引法を厳正に運用するととも

に、投資家保護上必要な行政対応を実施していきます。 

また、当局からの破産手続開始の申立てについては、必要が

あれば、迅速かつ適切な運用を行います。 

金融庁 引 き 続 き 実

施します。 

60 未公開株、社債、ファンド取引等を利用した高齢者などを狙っ

た詐欺的商法による新たな消費者被害の事案について、情報

集約から取締りまでを一貫してかつ迅速に行う体制のもと、取締

りを強化します。また、高齢者に被害が集中していることを踏ま

え、多様なチャネルを通じた注意喚起・普及啓発を強化します。

さらに、被害の防止・回復の迅速化等に向けた制度の運用・整

備の在り方についても検討を行います。 

特に、無登録業者や無届募集者等による違法な勧誘行為に

ついて、国民に対する情報提供と注意喚起を一層充実させま

す。悪質な業者に対しては文書による警告を行うほか、関係行

政機関の間で情報交換・意見交換を行うことにより、被害の未然

防止及び拡大防止を図ります。 

消費者庁 

警察庁 

金融庁 

 

継続的に実

施・引き続き

検討します。

62 無登録業者等による未公開株の販売等やファンド業者による

資金の流用等の詐欺的な事案が見られるところ、関係機関と連

携し、金融商品取引法違反行為を行う者に対する裁判所への

差止命令の申立て及びそのための調査の制度の活用を進めま

す。 

金融庁 引 き 続 き 実

施します。 

平成 22 年３月 30 日

閣 議 決 定 

平成 23 年７月８日 

一 部 改 定 
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施 策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

63 消費者信用分野における諸問題について、各関連法令の施

行状況や各業態等における取引実態などを踏まえ、消費者信用

全体の観点から検討します。 

金融庁 

関係省庁等 

引 き 続 き 検

討します。 

64 金融機関等に対し、不正利用口座に関する情報提供を行うと

ともに、広く一般に口座の不正利用問題に対する注意喚起を促

す観点から、当該情報提供の状況等につき、四半期毎に公表を

行います。「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸

課題に関するプロジェクトチーム」において、振り込め詐欺等の

被害者に対して返金されずに預金保険機構に納められた納付

金の具体的使途等について検討を行い、その結果に基づいて

必要な措置を講じます。また、被害者への返金については、返

金制度の周知徹底を図るとともに、金融機関による「被害が疑わ

れる者」に対する連絡等の取組を更に促進することにより、返金

率の向上に努めます。 

金融庁 

財務省 

前段につい

て 、 継 続 的

に 実 施 し ま

す。 

後段につい

て、引き続き

検討します。

65 キャッシュカード利用者に対し、偽造キャッシュカードによる被

害防止へ向けたカード管理上の注意喚起を実施するとともに、

金融機関の犯罪防止策や犯罪発生後の対応措置への取組状

況をフォローアップし、各種被害手口に対応した金融機関にお

ける防止策等を促進します。 

警察庁 

金融庁 

 

継続的に実

施します。 

66 金融機関に対し、意見交換会等を通じて振り込め詐欺に関す

る注意喚起等を引き続き行うことにより、被害の未然防止及び拡

大防止並びに被害回復に向けた金融機関の取組をより一層促

進します。 

警察庁 

金融庁 

 

継続的に実

施します。 

 （３）消費者に対する啓発活動の推進と消費生活に関する教育の充実 

  イ．学校における消費者教育を推進・支援します。 

施 策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

94 新学習指導要領の内容を反映した副読本や教材などの作

成、担当省庁、国民生活センター、金融広報中央委員会が有す

る情報や知識を活用した教育・啓発事業及び教員の指導力向

上を目指したセミナーの開催等については、文部科学省や教育

委員会と連携を図るとともに、外部の専門家などの協力も得なが

ら、学校における消費者教育に対する支援を行います。 

消費者庁 

金融庁 

総務省 

法務省 

関係省庁等 

一部実施済

み（ 注 94）。

継続的に実

施します。 
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  ウ 地域における消費者教育を推進・支援します。 

施 策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

96 担当省庁、国民生活センター、金融広報中央委員会が有する

情報や知識を活用した消費者教育用教材等の作成・配布、出前

講座の実施、又は地域で開催される講座等への講師派遣などを

行い、社会教育施設等地域における消費者教育の推進を行い

ます。 

消費者庁 

公正取引委

員会 

金融庁 

法務省 

文部科学省 

継続的に実

施します。 

 

 （４）消費者の意見の消費者政策への反映と透明性の確保 

施策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

108 

 

審議会委員の選任に当たっては、当該審議会の性格等に応

じて、生活者・消費者を代表する委員の選任に努めます。 

関係省庁等 継続的に実

施します。 

109 

 

消費者からの情報・相談を受け付ける体制を整備します。 関係省庁等 継続的に実

施します。 

 

 （５）消費者の被害等の救済と消費者の苦情処理・紛争解決の促進 

  ア 消費者被害の救済のための制度の創設に向け検討を行います。 

施 策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

46 

再 

改正貸金業法を円滑に実施するために必要な施策を検討し

ます。多重債務問題の解決のために、丁寧に事情を聞いてアド

バイスを行う相談窓口の整備・強化などを柱とする「多重債務問

題改善プログラム」を着実に実施します。 

消費者庁 

警察庁 

金融庁 

総務省 

法務省 

財務省 

文部科学省 

厚生労働省 

経済産業省 

継続的に実

施します。 

  イ 裁判外紛争処理手続（ADR）を行う関係機関等と連携し、消費者の苦情を適切かつ迅速に処理

するとともに、紛争解決を着実に実施します。 

施策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

115 金融分野における裁判外紛争解決制度の円滑な実施を図る

とともに、同制度の確実な浸透に向けた広報に取り組んでいきま

す。また、金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みも活用し、指

定紛争解決機関間の連携の強化を図ります。 

金融庁 継続的に実

施します。 

118 金融サービス利用者相談室の在り方について、平成 22 年度

以降継続的に検証を行い、その結果と今後の対応方針を必要

に応じて公表するほか、役割の検討、拡充を図ります。 

金融庁 継続的に実

施します。 
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資料９－６－１ 

金融庁における金融経済教育への取り組み 

平成２３年６月末現在 

 

年 月 内 容 

12 年 6 月   金融審議会答申において、金融分野における｢消費者教育｣の必要性について

言及 

「金融サービス利用者コーナー」を金融庁ウェブサイトに新設 14 年 11 月 

学校における金融教育の一層の推進のため、文部科学省に対して文書（「学

校における金融教育の一層の推進について」）で要請 

15 年 10 月 中学生・高校生向け副教材「インターネットで学ぼう わたしたちの生活と

金融の働き」を金融庁ウェブサイトに掲載 

1 月 「金融経済教育を考えるシンポジウム」を主催(参加者数 284 名) 

5 月 児童・生徒と日常的に接している教師から直接意見を聞くための「金融経済

教育に関する懇談会」を３回開催（５～６月） 

7 月 小学生向けパンフレット｢金融庁 くらしと金融｣の作成・ウェブサイト掲載

8 月 「初等中等教育段階における金融経済教育に関するアンケート」結果のウェ

ブサイト掲載 

11 月 中学生・高校生向け副教材の改訂・ウェブサイト掲載 

16 年 

12 月 高校卒業生向けパンフレット「はじめての金融ガイド」の作成・ウェブサイ

ト掲載 

2 月～3 月 中学生・高校生向け副教材等(1.8 万部）を全国の中学・高校へ配布し、同

時にこれまでの金融庁の取組等への評価を聞くアンケートを実施 

大臣の私的懇談会である「金融経済教育懇談会」を設置（６月までに７回開

催） 

副教材等配布に際し行った金融経済教育に関するアンケートの回答結果の

公表 

4 月 

金融庁ウェブサイト「金融サービス利用者コーナー」を「おしえて金融庁」、

「一般のみなさんへ」に再編 

6 月 金融経済教育懇談会において「論点整理」を公表 

7 月 内閣府、金融庁、文部科学省、日本銀行の４者で「経済教育等に関する関係

省庁連絡会議」を設置。同会議において、今後の経済教育等に関しての「工

程表」を作成。 

12 月 小学生向けパンフレット｢くらしと金融｣の改訂 

17 年 

 

 

12 月 

～18 年 1 月 

「お金の使い方と地域社会について考えるシンポジウム」を大阪（12 月 参

加者 359 名）、千葉（1 月 参加者 255 名）にて開催 

金融庁ウェブサイト「おしえて金融庁」、「一般のみなさんへ」を改訂し金融

関係団体等へのリンクを充実、KIDS 向けコンテンツを導入 

金融経済教育懇談会（第８回）を開催し、取り組み状況を報告。 

5 月 

全国の財務局・財務事務所において学校教師との懇談会を実施（19 年３月

末まで） 

9 月 学校における金融経済教育の一層の推進のため、文部科学省に対して文書

（「学校にける金融経済教育の一層の推進について」）で要請。 

18 年 

12 月 財務局・財務事務所を通じ、都道府県教育委員会に対し、教員向け研修会等

において、金融経済教育関係のカリキュラムを取上げることを文書で要請。

19 年 1 月 「お金の使い方について考えるシンポジウム」を愛知にて開催（参加者 290

名）。 



 
561

 

年 月 内 容 

2 月 高校卒業生向けパンフレット「はじめての金融ガイド」を大幅改訂し、全国

の高等学校に加え、大学生協、消費生活センター、ハローワーク等に広く配

布（10 万部）するとともに、ウェブサイトに掲載。19 年５月増刷・配付（17

万部）。 

3 月 中学生・高校生向け副教材を改訂し、中学生向け図説パンフレットと高校生

向けパソコンソフトを作成。全国の中学・高校へ配布するとともに、ウェブ

サイトに掲載。 

4 月～6 月 財務局・財務事務所とともに全国の都道府県教育委員会及び県庁所在地の市

教育委員会を訪問し、当庁作成のパンフレット等の活用及び多重債務者発生

予防に関する教育の実施を要請（40 県）。 

9 月 借金（多重債務）問題に関する啓発リーフレットを作成し、ウェブサイトに

掲載するとともに、全国の高等学校へ配付(約６万部)。 

9 月 

～20 年 3 月 

「生活設計・資産運用について考えるシンポジウム」を広島（９月 参加者

173 名）、大阪（11 月 参加者 164 名）、東京（12 月 参加者 96 名）、愛知（20

年１月 参加者 219 名）、宮城（３月 参加者 152 名）で開催。 

地方公共団体が行う多重債務者発生予防のための金融経済教育推進の取組

みを支援するため、借金（多重債務）問題に関する啓発リーフレット(約 69

万部)及び「はじめての金融ガイド」（約 27 万部）を全国の都道府県・市区

町村に配布。 

 

 

10 月 

学校における金融経済教育の一層の推進のため、文部科学省に対して文書

（「新学習指導要領における金融経済教育に関する記載の充実について」）で

要請。 

1 月 小・中・高校の社会科・家庭科の教科書製作会社（17 社 32 名）を対象に金

融経済教育に関する説明会を開催。 

借金（多重債務）問題に関する啓発リーフレット（改訂版）を全国の地方公

共団体へ配付(約 30 万部)。 

全国の中学・高校・高専・短大・大学の要請に応じ、金融庁作成の教材を無

償配布（中学生向け図説パンフレット約 4 万 7 千部、高校生向けパソコンソ

フト、約 2 千枚）、「はじめての金融ガイド」約 30 万 2 千部、借金問題に関

する啓発リーフレット約 29 万 7 千枚）。 

多重債務者、振り込め詐欺、偽造盗難キャッシュカード等の金融トラブルの

未然防止のため、「はじめての金融ガイド」と併せて活用できるＤＶＤ教材

を作成。全国すべての地方公共団体、大学・短大・高専・高等学校に配布（20

年５月）。 

3 月 

「はじめての金融ガイド」の活用促進を図るため、講師用指導マニュアルを

作成し、ウェブサイトに掲載。 

4 月 

～21 年 3 月 

大学、高校、地方公共団体等の要請に応じ、金融庁作成の教材を無償配布

（「はじめての金融ガイド」約 18 万 1 千部、借金問題に関する啓発リーフレ

ット約 3 万 3 千枚）。 

20 年 

 

 

 

 

 

6 月 

～21 年 3 月 

「生活設計・資産運用について考えるシンポジウム」を福岡（６月 参加者

134 名）、金沢（９月 参加者 102 名）、札幌（11 月 参加者 172 名）、高松（２

月 参加者 111 名）、熊本(３月 参加者 159 名)で開催。 

21 年 

 

4 月 

～22 年 3 月 

大学、高校、地方公共団体等の要請に応じ、金融庁作成の教材を無償配布

（「はじめての金融ガイド」約 23 万 2 千部）。 

22 年 

 

1 月～3 月 「生活設計・資産運用について考えるシンポジウム」を沖縄（１月 参加者

130 名）、東京（２月 参加者 97 名）、大阪（２月 参加者 59 名）、広島（２

月 参加者 104 名）、愛知(３月 参加者 167 名)、宮城(３月 参加者 180

名)で開催。 
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年 月 内 容 

4 月 

～23 年 3 月 

大学、高校、地方公共団体等の要請に応じ、金融庁作成の教材を無償配布

（「はじめての金融ガイド」約 17 万 9 千部）。 

11 月 

～23 年 3 月 

「生活設計・資産運用について考えるシンポジウム」を福岡（11 月 参加者

175 名）、金沢（11 月 参加者 151 名）、高松（12 月 参加者 197 名）、東京

（１月 参加者 107 名、札幌（２月 参加者 128 名）、熊本(３月 参加者 170

名)で開催。 

 

 

12 月 

～23 年 3 月 

未公開株取引に関するトラブルの発生や拡大を防止するためのパンフレッ

ト「実例で学ぶ「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック」を作成

し、ウェブサイトに掲載。また地方公共団体等の要請に応じ、無償配布(約

52 万部）。 

23 年 

 
5 月 

 

各財務局、各金融広報委員会に対して、「金融経済教育に関する各地での協

力」について依頼する事務連絡文書を金融庁、金融広報中央委員会の連名で

発出 
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資料９－６－２ 

 

 

公開株取引等に関するトラブルについて、被害の発生や拡大を防止するため、実例

を基に分かりやすく解説した内容のパンフレット 

「実例で学ぶ「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック」 

ＷＥＢサイトアドレス 

http://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/mikoukaikabu.pdf 
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資料９－６－３
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資料９－６－４

〔個人の部〕

１．鶴谷　みつ子
　　(青森県)

・消費生活相談員としての経験を活かし、地域における金融分野の講
演活動や、マスメディアへの出演、新聞等への連載など情報発信を積
極的に行っており、広く金融知識の普及に貢献。

２．菅　美千世
　　(秋田県)

・消費生活相談員としての経験を活かし、地域における金融分野の講
演活動や、県外を含む消費生活相談員への指導など、広く金融知識
の普及に貢献。

３．伊藤　晴美
　　(秋田県)

・学生、一般市民等、幅広い年齢層を対象とした講演会等の講演活動
を積極的に行うなど、地域における金融知識の普及に貢献。

４．佐藤　悦子
　　(山梨県)

・元教員としての経験を活かし、学生、一般市民等、幅広い年齢層を対
象に、自身が作成した資料を用いる等、工夫を凝らした講演を積極的
に行うほか、教育現場への指導・助言を行うなど、金融知識の普及に
貢献。

５．小金　玲子
　　(長野県)

・長年消費者行政に携わってきた元県庁職員としての経験を活かし、
学生、一般市民等、幅広い年齢層を対象に自身が作成した資料を用い
る等、工夫を凝らした講演を行うなど、広く金融知識の普及に貢献。

６．栗本　大介
　　(滋賀県)

・ＦＰとしての経験を活かし、学生、一般市民等、幅広い年齢層を対象と
した講演活動や教育現場への指導・助言を行うほか、マスメディアへの
出演などを通じて広く金融知識の普及に貢献。

７．平島　道子
　　(福岡県)

・元教員としての経験を活かし、学生や教職員、一般市民等、幅広い年
齢層を対象に自身が作成した資料を用いる等、工夫を凝らした講演を
積極的に行うなど、金融知識の普及に貢献。

８．秋月　孝之助
　　(長崎県)

・元金融機関職員としての経験を活かし、金融分野を中心とした講演活
動を離島を含めた県内全域で積極的に行うなど、金融知識の普及に
貢献。

９．岡本　啓子
　　(長崎県)

・学生、一般市民等、幅広い年齢層を対象に自身が作成した資料を用
いる等、工夫を凝らした講演を積極的に行うほか、親子向け金融教育
教材の執筆活動などを通じて広く金融知識の普及に貢献。

10．小川　洋一
　  (宮崎県)

・ＦＰとしての経験を活かし、年金問題等の分野を中心に、自身が作成
した資料を用いる等、工夫を凝らした講演を積極的に行うなど、金融知
識の普及に貢献。

11．椿　久美子
　　(熊本県)

・ＦＰとしての経験を活かし、学生、一般市民等、幅広い年齢層を対象
に自身が作成した資料を用い、工夫を凝らした講演を積極的に行うほ
か、親子向け情報誌への執筆活動などを通じて、広く金融知識の普及
に貢献。

平　成　22　年　度　金　融　知　識　普　及　功　績　者 一 覧
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〔団体の部〕

１．埼玉県立大宮商業高等学校
　　(埼玉県)

・生徒に対し金融の基礎についての講義を行った後、地元銀行や大学
からの指導・助言を受けつつ、生徒に自前で教材を作成させ、小・中学
校で金融教室を実施させるなど、独自の金融教育の実践に取り組んで
いる。

２．米子松蔭高等学校
　　(鳥取県)

・産官学と金融機関による組織に参加し、生徒がビジネスプランの考
案、資料の作成、発表を行うほか、バーチャル株投資取引などを体験
し、投資結果を発表、原因分析を行うなど、地域と連携し、各分野の外
部講師を積極的に活用しつつ、金融教育の実践に取り組んでいる。

３．大洲市立白滝小学校
　　(愛媛県)

・税務署職員や金融広報アドバイザーを招いての講演会等の実施やお
小遣いの使い方についての指導、貯金日を設定しての貯蓄推奨のほ
か、地域のバザー活動への協力など幅広い活動を通じて、金融教育
の実践に取り組んでいる。
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資料９－６－５ 

金融知識普及を目的として金融機関団体等が開催した 

各種事業に対する金融庁の「後援」名義使用承認状況 

承認日 主   催 開催日(期間) 事 業 等 の 名 称 

22/7/9 日本ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会 

22年 10月 23日～

11月 28日 

平成２２年度｢ＦＰの日○Ｒ 

（全国一斉ＦＰフォーラム）｣ 

22/8/6 日本証券業協会 

㈱東京証券取引所 

㈱ジャスダック証券取

引所 

㈳投資信託協会 

22 年９月 26 日～

10月 30日 

証券投資の日 

22/11/16 日本証券業協会 

 

22年 12月 27日～

23年１月８日 

金融経済教育フォーラム 

23/1/26 日本証券業協会 

㈱東京証券取引所 

㈱ジャスダック証券取

引所 

㈳投資信託協会 

23 年２月５日～ 

３月 27日 

平成２２年度 

「証券知識の普及・啓発イベント」

23/2/25 ㈶生命保険文化センタ

ー 

23 年５月 10日～ 

9月 9日 

第 49回中学生作文コンクール 

23/5/19 日本ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会 

23 年６月 1日～ 

10 月 31日 

小学生「『夢をかなえる』作文全国

コンクール」 

23/5/19 金融広報中央委員会 23 年６月 1日～ 

９月 20日 

第４４回「お金の作文コンクール」

（中学生向け） 

23/5/19 金融広報中央委員会 23 年６月 1日～ 

９月 20日 

「金融と経済の明日」 

第９回高校生小論文コンクール 

23/5/19 金融広報中央委員会 23 年６月 1日～ 

９月 30日 

「金融教育を考える」 

第８回小論文コンクール 

23/5/24 ㈳投資信託協会 23 年６月 18 日～

24年１月 28日 

投信フォーラム 2011 

23/5/25 ㈱日本経済新聞社 23 年 10月～ 

24 年３月 

第１２回日経 STOCK リーグ 

23/5/31 全国公民科・ 

社会科教育研究会 

23 年７月 28日 

～７月 29日 

証券・経済セミナー 

23/5/31 日本証券業協会 23 年７月 29日 

～８月 17日 

教員向け金融経済夏期セミナー 

23/6/9 金融広報中央委員会 23年 10月 23日～

24年 1月 29日 

「金融教育フェスティバル各地開

催」（平成２３年度） 

23/6/20 日本ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会 

23年 10月 29日～

11月 27日 

平成２３年度｢ＦＰの日○Ｒ 

（全国一斉ＦＰフォーラム）｣ 
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